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『
後
漢
書
』

「
儒
林
伝
　
下
」
訳
注
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湯
城
吉
信

矢
羽
野
隆
男

山
口
澄
子

釜
田
啓
市

第31巻

本
稿
は
、
　
『
大
阪
府
立
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
　
第
三
十
巻
』
　
（
平
成
八
年
六
月

発
行
）
に
掲
載
し
た
「
『
後
漢
書
』
　
「
儒
林
伝
　
上
」
訳
注
」
を
承
け
て
、
『
後
漢
書
』
　
「
儒

林
伝
　
下
」
に
注
釈
を
加
え
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
後
漢
書
』
儒
林
伝
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
既
に
発
表
し
た
よ
う
に
、
「
儒
林
伝
　
上
」

は
、
後
漢
一
代
の
儒
学
の
盛
衰
を
概
観
す
る
後
漢
儒
学
的
史
の
性
格
を
持
つ
「
序
」
、
そ
れ

に
続
く
『
易
』
『
書
』
を
伝
授
し
た
学
者
の
伝
記
か
ら
成
る
。
一
方
、
　
「
儒
林
伝
下
」
は
、

『
詩
』
　
『
礼
』
　
『
春
秋
』
を
伝
授
し
た
学
者
の
伝
記
、
そ
し
て
「
儒
林
伝
」
全
体
を
総
括
す

る
「
論
」
「
賛
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
「
序
」
　
「
論
」
　
「
賛
」
に
は
萢
曄
の
思
想
が
直
接
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
　
『
後
漢

重
直
の
自
序
と
も
言
う
べ
き
「
獄
中
與
諸
甥
姪
書
」
の
中
で
自
著
『
後
漢
書
』
の
出
来
栄
え

に
対
す
る
自
信
を
重
ね
て
述
べ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
序
」
　
「
論
」
　
「
賛
」
に
は
巧
み
な

文
章
表
現
と
士
大
夫
と
し
て
の
倫
理
的
歴
史
観
と
が
十
分
置
発
揮
さ
れ
て
い
る
旨
を
誇
ら

し
く
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
「
循
吏
伝
」
よ
り
以
下
の
言
伝
（
「
儒
林
伝
」
も
そ
の
一
つ
）

の
「
序
論
「
に
つ
い
て
は
「
筆
勢
縦
放
、
実
に
天
下
の
奇
作
」
で
あ
り
買
誼
の
遅
筆
論
や
班

固
の
作
品
に
も
劣
ら
ぬ
と
い
い
、
　
「
賛
」
に
は
「
吾
が
文
の
傑
思
に
し
て
殆
ど
一
字
と
し
て

空
し
く
設
け
た
る
は
無
し
」
と
自
負
す
る
。
ま
た
「
論
一
も
「
以
て
〔
後
漢
〕
一
代
の
得
失

を
正
す
」
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
序
」
　
「
論
」
　
「
賛
」
に
述
べ
ら
れ
た
萢
曄
の
思
想
隅
そ
れ
を
「
儒
林
伝
」
の
「
論
」
に

即
し
て
一
端
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
、
　
「
そ
の
衰
退
の
由
来
を
た
ず
ね
る
に
、
　
〔
弱
体
化
し
た

後
漢
王
朝
が
）
長
い
年
月
を
持
ち
こ
た
え
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
学
問
の
功
徳
で
な
い
と

言
え
よ
う
か
」
と
の
言
葉
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
儒
学
の
持
つ
倫
理
的
政
治
的
価
値
を
宣
揚

せ
ん
と
す
る
萢
曄
の
儒
学
観
が
看
取
で
き
る
。

　
一
方
、
　
「
序
」
　
「
論
」
　
「
賛
」
に
対
し
て
、
個
々
の
学
者
の
伝
記
は
、
萢
曄
の
儒
学
観
の

具
体
的
な
群
像
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
ゆ
後
漢
の
儒
学
を
主
題
と
す
る
一
ま
と
ま
り
の
伝

を
構
成
す
る
際
に
萢
曄
に
浮
か
ん
だ
思
い
・
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
を
論
理
的
言
辞
に
よ
っ
て
直

接
に
表
現
し
た
も
の
が
「
序
」
　
「
論
」
　
「
賛
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
伝
は
個
人
の
行
動
の

記
録
の
形
態
を
と
り
つ
つ
全
体
と
し
て
萢
曄
の
抱
く
儒
学
像
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ

ン
鬼

　
以
上
、
　
「
儒
林
伝
上
・
下
」
の
訳
注
を
一
通
り
終
え
る
に
当
た
り
、
一
篇
全
体
の
構
成

と
そ
の
構
成
の
も
つ
意
味
を
付
言
し
た
。

　
な
お
、
以
下
の
訳
注
部
分
は
、
基
本
的
に
左
記
の
如
く
四
人
に
担
当
箇
所
を
配
当
し
、
各

自
が
作
業
を
進
め
、
一
通
り
訳
注
を
終
え
た
後
に
ム
ゑ
口
し
検
討
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ

り
、
各
分
担
箇
所
の
文
責
は
そ
の
担
当
者
に
在
る
。

冒
頭
　
～
召
馴
伝
…
…
釜
田
啓
市

楊
島
伝
～
孫
堪
伝
…
…
湯
城
吉
信

鐘
三
盛
～
頴
極
伝
…
…
山
口
澄
子

謝
該
伝
～
末
尾
…
・
：
矢
羽
野
隆
男

『
後
漢
書
』
列
伝
巻
七
十
九
下
「
儒
林
伝
下
」
現
代
語
訳
注

【
詩
】

　
『
漢
量
昌
に
言
う
。
魯
人
の
申
公
は
、
詩
を
浮
丘
伯
よ
り
伝
授
さ
れ
、
注
釈
を
作
っ
た
。

こ
れ
が
魯
詩
で
あ
る
。
斉
人
の
蟻
固
生
も
ま
た
、
詩
を
伝
え
た
。
こ
れ
が
斉
詩
で
あ
る
。
燕

人
の
韓
嬰
も
ま
た
、
詩
を
伝
え
た
。
こ
れ
が
、
韓
詩
で
あ
る
。
三
家
は
ど
れ
も
、
博
士
官
に

立
て
ら
れ
た
。
趙
人
の
毛
蔑
も
、
詩
を
伝
え
た
。
こ
れ
が
毛
詩
で
あ
る
が
、
ま
だ
（
博
士
官
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に
は
）
立
て
ら
れ
て
い
な
い
①
コ

①
『
漢
書
』
「
儒
林
伝
」
に
ほ
ぼ
同
丙
容
の
記
事
が
あ
る
。

　
高
宮
、
字
は
季
回
、
平
原
・
般
（
山
東
省
）
の
人
。
借
景
父
の
嘉
は
、
弔
詩
を
召
集
に
伝

授
し
た
。
仕
官
し
て
上
谷
（
河
北
省
）
の
太
守
に
ま
で
な
っ
た
。
父
の
容
は
若
い
頃
よ
り
嘉

の
学
を
伝
え
、
哀
帝
・
平
帝
（
紀
一
翌
削
七
～
紀
元
四
）
の
時
代
に
光
禄
大
夫
（
宜
丙
の
顧
問

役
）
と
な
っ
た
。

　
翻
は
、
父
が
高
官
で
あ
っ
た
た
め
、
郎
中
と
な
っ
た
。
代
々
、
魯
詩
を
伝
え
た
。
信
義
あ

る
行
い
と
清
廉
潔
白
な
性
格
で
あ
る
こ
と
と
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
王
葬
が
帝
位
を
纂
奪

す
る
と
、
父
子
は
盲
人
と
称
し
て
逃
げ
、
王
葬
に
は
仕
え
な
か
っ
た
。
光
武
帝
が
即
位
す
る

と
、
大
司
空
の
宋
弘
は
、
謝
を
推
薦
し
、
召
し
て
郎
と
し
、
符
離
（
安
徽
省
）
の
長
に
任
命

し
た
。
官
を
辞
し
、
そ
の
後
、
召
さ
れ
て
博
士
と
な
っ
た
。
建
武
十
一
年
（
一
一
孟
）
、
大
司

農
（
詩
業
を
司
る
）
に
拝
さ
れ
た
。
朝
廷
に
あ
っ
て
は
、
方
正
で
あ
る
と
称
賛
さ
れ
た
。
十

三
年
（
三
七
）
、
在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。
金
銭
と
墓
地
と
を
賜
っ
た
。

　
包
威
、
字
は
子
良
、
会
稽
・
曲
阿
（
江
蘇
省
）
の
人
。
若
い
と
き
に
諸
生
と
な
り
、
長
安

で
学
業
を
受
け
、
博
士
の
右
師
細
君
に
師
事
し
、
魯
詩
・
論
語
を
学
ん
だ
。
王
葬
の
時
代
の

末
期
に
〔
都
を
〕
去
り
、
故
郷
に
帰
る
途
中
、
東
海
（
江
蘇
省
）
の
境
界
で
、
赤
群
賊
に
捕

ら
え
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
拘
束
さ
れ
た
。
十
余
日
盗
難
は
昼
夜
、
経
を
暗
唱
し
て
落
ち
着
い

て
い
た
。
賊
は
〔
威
を
〕
た
だ
者
で
は
な
い
と
し
て
、
釈
放
し
た
。
そ
こ
で
、
　
〔
威
は
〕
東

海
に
住
み
、
校
舎
を
立
て
、
講
義
を
行
っ
た
。
光
武
帝
が
即
位
し
て
、
や
っ
と
故
郷
に
帰
っ

た
。
太
守
の
黄
謙
は
夏
胃
石
（
富
戸
を
司
る
）
に
任
命
し
た
。
威
を
召
し
、
家
に
来
て
息
子

に
〔
学
を
〕
授
け
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
。
成
は
「
礼
に
は
、
　
〔
師
の
も
と
に
〕
来
て
学
ぶ
と

い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
　
〔
師
の
ほ
う
が
〕
往
っ
て
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

（
『
礼
記
』
　
「
曲
礼
」
）
と
言
っ
た
。
謙
は
、
そ
こ
で
子
を
行
か
せ
、
威
を
師
と
さ
せ
た
。

　
孝
廉
（
選
挙
の
一
つ
）
に
推
挙
さ
れ
、
郎
中
（
近
侍
の
一
つ
）
に
任
命
さ
れ
た
。
建
武
年

間
（
光
武
帝
　
二
五
～
五
五
）
、
　
〔
宮
廷
に
〕
入
り
、
皇
太
子
に
論
語
を
授
け
、
ま
た
、
そ

の
章
句
（
注
釈
の
一
種
）
を
作
っ
た
。
諌
議
大
夫
（
天
子
を
規
諌
す
る
）
・
侍
中
（
近
侍
の

一
つ
）
・
右
中
郎
将
（
宿
衛
を
司
る
）
に
拝
せ
ら
れ
た
。
永
平
五
年
（
六
二
）
、
大
鴻
腫
（
外

国
の
賓
客
を
接
待
す
る
）
に
遷
っ
た
。
　
〔
皇
帝
に
〕
進
超
す
る
た
び
に
、
几
杖
を
賜
り
、
屏

に
入
っ
て
も
小
走
り
せ
ず
、
事
を
賛
す
る
と
き
も
名
を
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
　
〔
皇
帝
が
経
伝

を
学
ん
で
い
る
と
き
〕
経
伝
に
疑
問
点
が
あ
れ
ば
、
そ
の
た
び
に
小
黄
門
（
侍
従
の
一
つ
）

を
〔
威
の
〕
宿
舎
へ
行
っ
て
質
問
さ
せ
た
。

　
顕
宗
（
明
帝
）
も
、
威
に
師
傅
の
恩
が
あ
り
、
　
〔
成
が
〕
平
素
よ
り
清
貧
で
苦
し
い
た
め
、

い
つ
も
特
別
に
賞
し
て
珍
玩
束
吊
を
与
え
、
俸
禄
も
諸
卿
よ
り
も
多
く
し
た
が
、
威
は
全
部

ば
ら
ま
い
て
、
学
生
の
貧
し
い
者
に
与
え
た
。
病
気
が
重
く
な
っ
た
と
き
、
帝
は
自
ら
賛
駕

に
乗
っ
て
見
舞
い
に
や
っ
て
き
た
。
八
年
（
六
五
）
、
七
十
二
歳
で
、
在
職
中
に
亡
く
な
っ

た
。　

子
の
福
は
、
郎
中
に
拝
せ
ら
れ
、
ま
た
、
　
〔
宮
廷
に
〕
入
り
、
論
語
を
和
戦
に
授
け
た
。

響
応
、
字
は
君
伯
、
任
城
（
山
東
省
）
の
人
。
若
い
と
き
よ
り
、
学
問
を
好
ん
だ
。
建
武

（一

i
～
五
五
）
の
初
め
、
博
士
の
も
と
へ
行
き
学
業
を
受
け
、
魯
詩
を
学
ん
だ
。
家
に
閉

じ
こ
も
り
、
暗
唱
し
て
復
習
し
、
同
学
と
交
際
し
な
か
っ
た
。
京
師
は
こ
れ
を
称
賛
し
た
。

そ
の
後
、
帰
郷
し
て
郡
吏
と
な
り
、
明
経
に
推
挙
さ
れ
た
。
済
陰
王
の
文
学
に
任
命
さ
れ
た
。

病
気
の
た
め
免
官
さ
れ
、
山
沢
で
教
授
す
る
と
、
学
生
の
数
は
、
常
に
数
百
人
い
た
。
永
平

（
明
帝
　
五
人
～
七
五
）
の
初
め
、
博
士
と
な
り
、
ま
た
遷
っ
て
侍
中
と
な
っ
た
。
士
二
年

（
七
〇
）
、
大
鴻
腫
（
外
国
の
賓
客
を
接
待
す
る
）
に
遷
っ
た
。
十
八
年
（
七
五
）
、
光
禄

大
夫
に
拝
せ
ら
れ
た
。
建
初
四
年
（
七
九
）
、
五
官
中
郎
将
に
拝
せ
ら
れ
た
。
詔
が
あ
り
〔
宮

廷
に
〕
入
り
、
千
乗
王
の
杭
に
〔
学
問
を
〕
授
け
た
。

　
応
は
経
学
に
明
る
く
、
行
い
も
す
ぐ
れ
て
い
た
。
弟
子
の
・
2
り
、
遠
方
よ
り
来
た
者
も
お

り
、
記
録
さ
れ
て
い
る
者
は
数
千
人
い
た
。
粛
宗
（
章
帝
）
は
、
非
常
に
魏
応
を
重
ん
じ
た
。

し
ば
し
ば
、
進
零
し
て
、
御
前
に
て
議
論
し
、
特
に
賞
賜
を
受
け
た
。
当
時
、
　
〔
帝
は
〕
京

師
の
儒
者
達
を
白
虎
観
に
集
め
、
五
経
の
同
異
を
講
論
さ
せ
た
。
応
に
は
も
っ
ぱ
ら
難
問
を

担
当
さ
せ
、
侍
中
の
淳
干
満
が
、
そ
れ
を
上
奏
し
た
。
帝
は
自
ら
臨
み
裁
決
を
下
し
た
。
石

巻
の
故
事
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
翌
年
、
　
〔
都
よ
り
〕
出
て
上
党
（
山
西
省
）
の
太
守
と
な

っ
た
。
召
さ
れ
て
騎
都
尉
（
固
定
さ
れ
た
義
務
は
な
い
。
普
段
は
侍
衛
武
官
）
と
な
り
、
在

職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

伏
恭
、
字
は
叔
斉
、
理
邪
・
東
武
（
山
東
省
）
の
人
。
司
徒
の
湛
の
兄
の
子
で
あ
る
。
湛

の
弟
の
賠
、
字
は
稚
文
、
は
斉
詩
に
詳
し
か
っ
た
た
め
、
章
句
（
注
釈
の
一
種
）
を
改
定
し

『
解
説
』
九
篇
を
作
っ
た
。
位
は
光
樹
冠
（
宮
廷
禁
門
を
司
る
）
に
ま
で
至
っ
た
。
子
が
な

か
っ
た
の
で
、
恭
を
後
継
と
し
た
。

恭
は
親
孝
行
で
、
継
母
に
う
や
う
や
し
く
仕
え
た
。
若
い
と
き
よ
り
賠
の
学
を
伝
え
ら
れ
、

〔
父
が
〕
高
官
で
あ
っ
た
た
め
郎
と
な
っ
た
。
建
武
四
年
（
二
八
）
、
劇
（
山
東
省
）
の
令
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に
任
命
さ
れ
た
。
政
治
を
行
う
こ
と
士
二
年
、
恵
み
深
く
公
正
な
政
治
で
名
を
知
ら
れ
た
。

青
蝿
（
山
東
省
）
で
は
、
推
挙
さ
れ
、
特
に
有
能
と
さ
れ
た
。
太
常
が
経
を
試
験
し
て
み
る

と
、
一
番
の
成
績
で
あ
っ
た
の
で
、
博
士
に
拝
せ
ら
れ
た
。
常
山
（
河
北
省
）
の
太
守
に
遷

っ
た
。
大
い
に
学
校
を
興
し
、
教
授
し
て
や
め
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
北
方
で
は
伏
氏
学

を
学
ぶ
者
が
多
か
っ
た
。
永
平
二
年
（
五
九
）
、
梁
松
に
代
わ
っ
て
太
僕
に
な
っ
た
。
四
年

（
六
一
）
、
帝
が
辟
雍
に
臨
み
、
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
と
き
、
恭
を
拝
し
、
司
空
と
し
た
。

　
以
箭
、
父
の
賠
の
注
釈
が
繁
雑
だ
っ
た
の
で
、
恭
は
贅
言
を
削
り
、
二
十
万
言
に
定
め
た
。

位
に
あ
る
こ
と
九
年
、
病
気
を
理
由
に
辞
任
を
願
い
、
退
任
し
た
。
詔
が
あ
り
、
千
石
を
賜

っ
た
。
　
〔
恭
は
〕
そ
れ
を
い
た
だ
き
、
そ
う
し
て
一
生
を
終
え
た
。
十
五
年
（
七
二
）
、
瑛

邪
（
山
東
省
）
に
行
幸
し
た
と
き
、
　
〔
恭
を
）
召
し
出
し
た
が
、
そ
の
待
遇
は
三
公
の
儀
に

準
じ
て
い
た
。
建
初
二
年
（
七
七
）
の
久
、
粛
宗
（
章
帝
）
が
饗
礼
を
行
っ
た
と
き
、
三
老

と
し
た
。
九
十
歳
、
元
和
元
年
（
八
四
）
に
没
し
た
。
墓
地
と
し
て
顕
節
陵
（
明
帝
の
御
陵
）

の
ふ
も
と
を
与
え
ら
れ
た
。

　
任
末
、
字
は
叔
本
、
蜀
郡
・
繁
（
四
川
省
）
の
人
つ
幼
い
と
き
、
斉
詩
を
学
ん
だ
。
京
師

に
遊
学
し
、
十
余
年
間
教
授
し
た
。
友
人
の
遵
奉
徳
が
、
洛
陽
で
病
没
し
た
。
末
は
、
そ
こ

で
、
自
ら
麗
車
（
鹿
一
匹
を
入
れ
得
る
ほ
ど
の
小
さ
い
車
）
を
お
し
、
奉
徳
の
枢
を
乗
せ
、

墓
所
へ
い
っ
た
。
こ
れ
で
、
末
は
有
名
と
な
っ
た
。
郡
の
功
曹
と
な
り
、
病
気
を
理
由
に
辞

職
を
願
い
退
任
し
た
っ
そ
の
後
、
師
の
葬
儀
に
向
か
う
道
中
に
没
し
た
っ
死
に
臨
ん
で
、
兄

の
子
の
造
を
戒
め
て
「
〔
自
分
が
死
ん
だ
ら
〕
必
ず
、
私
の
遺
骸
は
師
の
門
へ
連
れ
て
い
け
．

も
し
、
死
ん
で
知
覚
が
あ
れ
ば
、
魂
霊
と
な
っ
て
も
恥
じ
ず
に
す
む
。
も
し
知
覚
が
な
け
れ

ば
、
土
に
か
え
る
だ
け
だ
か
ら
。
」
と
い
っ
た
。
造
は
こ
れ
に
従
っ
た
。

醇
漢
、
字
は
公
子
、
潅
陽
（
江
蘇
省
）
の
人
。
代
々
、
韓
詩
を
学
び
、
父
子
は
注
釈
で
有

名
で
あ
っ
た
。
漢
は
、
若
い
頃
よ
り
父
の
学
問
を
伝
え
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
災
面
識
緯
を

説
く
の
に
優
れ
て
い
た
。
常
に
数
百
人
の
学
生
に
教
授
し
た
。
建
武
（
光
武
帝
　
二
五
～
五

五
）
の
初
め
、
博
士
と
な
っ
た
。
詔
を
受
け
、
図
識
を
校
定
し
た
。
世
間
の
詩
を
言
う
も
の

は
、
漢
を
推
し
て
、
第
一
人
者
と
し
た
。
二
六
年
間
（
明
帝
　
五
八
～
七
五
）
、
千
乗
（
山

東
省
）
の
太
守
と
な
っ
た
。
そ
の
政
治
は
優
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
楚
の
事
件
①
に
写
せ
ら

れ
、
辞
任
し
た
が
、
連
座
し
て
下
獄
さ
れ
死
ん
だ
。
弟
子
の
・
2
り
、
健
為
の
杜
撫
、
会
稽
の

澹
台
卓
出
、
鈍
鹿
の
韓
伯
高
が
最
も
名
を
知
ら
れ
た
。

　
①
永
平
士
二
年
（
七
〇
）
、
楚
王
英
が
、
図
識
の
書
を
造
作
し
逆
謀
の
疑
い
が
あ
る
と
上

　
奏
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
た
事
件
。
翌
年
、
英
は
自
殺
す
る
が
、
調
査
が
す
す
む
に
つ
れ
、

　
　
関
係
者
が
続
出
、
数
千
人
を
死
罪
に
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
。

　
杜
撫
、
字
は
叔
和
、
健
為
・
武
陽
（
四
川
省
）
の
人
。
若
い
と
き
よ
り
才
能
が
あ
っ
た
。

学
業
を
醇
漢
よ
り
受
け
、
『
韓
詩
章
句
』
を
定
め
た
。
そ
の
後
、
郷
里
に
帰
っ
て
教
授
し
た
。

落
ち
着
き
払
っ
て
お
り
、
道
を
楽
し
ん
で
い
て
、
そ
の
行
動
は
必
ず
礼
に
則
っ
て
い
た
。
弟

子
は
千
余
人
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
願
騎
将
軍
で
東
平
王
の
劉
蒼
に
召
さ
れ
た
。
蒼
が
国
に
就

任
す
る
と
縁
史
は
み
な
王
官
の
属
に
任
命
さ
れ
た
が
、
ま
だ
一
年
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
、

み
ず
か
ら
を
弾
劾
し
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
、
撫
は
大
夫
で
あ
っ
た
が
、
去
る
に
忍
び

な
か
っ
た
。
蒼
は
こ
れ
を
聞
き
、
車
馬
財
宝
を
与
え
、
撫
を
去
ら
せ
た
。
介
在
府
に
召
さ
れ

た
。
建
初
年
間
（
章
帝
七
六
～
△
二
）
、
公
車
令
と
な
っ
た
が
、
数
カ
月
の
う
ち
、
在
職

中
に
亡
く
な
っ
た
。
撫
の
作
っ
た
『
詩
題
約
義
通
』
を
、
学
者
た
ち
は
伝
え
、
こ
れ
を
『
杜

君
法
』
と
い
っ
た
。
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景
鷺
、
字
は
漢
伯
、
広
漢
・
梓
濾
（
四
川
省
）
の
人
。
若
い
と
き
よ
り
、
師
に
従
い
学
ん

だ
。
七
三
の
地
を
渉
り
歩
き
、
童
詩
・
施
氏
易
を
習
得
し
、
あ
わ
せ
て
河
図
洛
書
・
図
識
緯

書
を
受
け
、
『
易
説
』
及
び
『
詩
解
』
を
作
っ
た
。
字
句
は
河
図
洛
書
よ
り
あ
わ
せ
取
り
、

類
別
整
理
し
〔
た
著
作
を
〕
『
交
集
』
と
名
付
け
た
。
ま
た
、
『
野
比
外
記
』
を
撰
し
、
『
礼

略
』
と
名
付
け
た
。
ま
た
、
宇
角
雑
書
（
占
い
の
書
か
）
よ
り
選
び
、
そ
の
占
い
と
実
例
と

を
列
挙
し
、
『
興
道
』
一
篇
を
作
っ
た
。
そ
し
て
『
月
令
章
句
』
を
作
っ
た
。
お
よ
そ
、
著

述
は
五
十
余
万
一
言
『
し
ば
し
ば
上
書
し
て
、
災
変
を
救
う
た
め
の
術
を
述
べ
た
。
州
郡
は
召

し
出
そ
う
と
し
た
が
就
任
せ
ず
馬
寿
命
を
完
う
し
て
亡
く
な
っ
た
。

　
召
馴
、
字
は
伯
春
、
九
江
・
寿
春
（
安
徽
省
）
の
人
。
曾
租
父
の
信
臣
は
、
元
帝
の
時
に

少
府
と
な
っ
た
。
父
は
、
建
武
年
間
（
光
武
帝
　
二
五
～
五
五
）
に
巻
（
河
南
省
）
の
令
と

な
つ
た
っ
お
お
ら
か
で
、
細
か
い
こ
と
に
拘
ら
な
か
っ
た
。

　
馴
は
、
若
い
と
き
に
、
韓
詩
を
学
ん
だ
。
博
く
書
伝
に
通
じ
て
お
り
、
志
し
が
立
派
で
あ

る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
郷
里
の
も
の
は
、
馴
の
こ
と
を
「
徳
行
の
拘
事
た
る
（
慎
み
深

い
）
誓
事
春
」
と
言
っ
た
。
何
度
も
州
郡
に
仕
官
し
た
。
司
徒
府
に
召
さ
れ
た
。
建
初
元
年

（
七
六
）
、
だ
ん
だ
ん
と
騎
都
尉
（
固
定
さ
れ
た
義
務
は
な
い
。
普
段
は
侍
衛
武
官
）
に
遷

り
、
粛
宗
（
章
帝
）
に
侍
講
し
た
。
左
中
郎
将
に
拝
さ
れ
た
。
　
〔
宮
廷
に
〕
入
り
、
諸
王
に

〔
学
問
を
〕
授
け
た
。
帝
王
は
そ
の
義
学
を
良
し
と
し
て
、
恩
寵
厚
か
っ
た
。
〔
朝
廷
よ
り
〕

（3）
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出
て
、
陳
留
（
河
南
省
）
の
太
守
に
拝
さ
れ
、
刀
剣
・
金
銭
・
財
物
を
賜
っ
た
。
元
和
二
年

目
八
五
）
、
　
〔
中
央
に
〕
入
り
て
、
河
南
サ
と
な
っ
た
。
章
和
二
年
（
八
八
）
、
任
院
に
代

わ
っ
て
光
禄
勲
と
な
り
、
在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

　
孫
の
休
は
、
位
は
青
州
（
山
東
省
）
の
刺
史
に
ま
で
な
っ
た
。

　
楊
仁
、
字
は
文
義
、
巴
郡
閲
中
（
四
川
省
）
の
人
。
建
武
年
間
（
光
武
帝
　
二
五
～
五
六
）
、

師
を
訪
ね
『
韓
詩
』
を
学
ん
だ
が
、
数
年
で
帰
り
、
静
か
に
暮
ら
し
な
が
ら
教
授
し
た
。
郡

に
仕
え
て
二
曹
（
郡
の
属
吏
）
と
な
り
、
孝
廉
（
宝
燈
科
目
の
一
つ
）
に
挙
げ
ら
れ
、
郎
に

任
命
さ
れ
た
。
太
常
（
宗
廟
礼
儀
を
司
る
官
）
は
仁
を
経
中
博
士
に
昇
格
さ
せ
よ
う
と
し
た

が
、
仁
は
自
ら
年
が
五
十
に
満
た
な
い
こ
と
を
理
由
に
商
科
に
応
じ
な
か
っ
た
（
『
漢
官
暦
陶

に
は
「
博
士
は
年
齢
が
五
十
以
上
の
者
に
限
る
」
と
あ
る
）
の
で
、
上
府
（
役
所
）
は
代
わ

り
の
人
物
を
選
ん
だ
。

　
顕
宗
（
明
帝
）
は
特
別
に
召
し
だ
し
、
北
宮
衛
士
令
（
秩
六
百
石
の
官
）
に
任
じ
た
。
引

見
し
て
当
世
の
政
治
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
と
、
仁
は
、
寛
和
を
宗
と
し
賢
人
を
採
用
し
、

驕
慢
な
外
戚
を
斥
け
る
こ
と
を
急
務
と
す
べ
き
だ
と
答
え
た
。
ま
た
、
便
宜
（
や
る
べ
き
こ

と
）
十
二
事
を
奏
上
し
た
が
、
ど
れ
も
当
世
の
急
務
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
帝
は
そ
れ
を

嘉
み
し
、
絹
と
銭
と
を
下
賜
し
た
。

　
帝
が
崩
ず
る
に
及
び
、
当
時
〔
明
帝
の
后
の
〕
馬
一
族
が
権
勢
を
誇
っ
て
お
り
、
争
っ
て

後
宮
に
入
ろ
う
と
し
た
。
　
（
王
先
皇
は
「
北
宮
に
入
っ
て
后
に
謁
す
る
を
欲
す
る
な
り
」
と

い
・
窓
）
仁
は
鎧
を
着
、
戟
を
持
ち
、
門
の
警
護
を
固
め
た
た
め
、
敢
え
て
み
だ
り
に
入
る

者
が
な
か
っ
た
。
皇
宗
が
立
ち
、
馬
一
族
は
仁
が
厳
格
す
ぎ
る
と
護
博
し
た
が
、
帝
は
そ
の

忠
な
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
嘉
み
し
、
什
言
草
に
任
命
さ
れ
た
。
寛
容
な
政
治

を
行
い
、
勧
課
の
属
官
の
子
弟
は
悉
く
学
び
に
来
た
。
そ
の
経
術
に
明
ら
か
な
者
は
、
右
署

（
注
に
「
上
司
」
と
あ
る
）
に
顕
彰
す
る
か
、
あ
る
い
は
朝
廷
に
薦
め
る
か
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
義
学
（
公
衆
の
た
め
に
設
け
た
私
立
学
校
。
）
が
大
い
に
興
つ
た
。
墾
田
は
千
余
頃

で
あ
っ
た
。
兄
の
喪
を
行
う
た
め
官
を
去
っ
た
。

　
後
、
司
徒
の
桓
虞
の
役
所
に
召
さ
れ
た
。
属
官
に
宋
章
と
い
う
、
難
事
で
贅
沢
の
限
り
を

尽
く
し
て
い
る
者
が
い
た
。
仁
は
最
後
ま
で
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
席
を
同
じ
く
す
る
こ
と

も
な
か
っ
た
。
当
時
の
人
は
そ
の
正
義
感
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
。
後
、
閥
中
の
令
と
な
り
、

在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

趙
曄
、
字
は
町
君
、
会
稽
山
陰
（
江
蘇
省
）
の
人
。
若
く
し
て
県
吏
と
な
っ
た
。
命
を
受

け
て
翅
翼
（
郡
守
の
補
佐
役
）
を
迎
え
た
が
、
曄
は
召
使
い
に
な
る
こ
と
を
恥
じ
、
遂
に
車

馬
を
棄
て
て
去
っ
た
。
健
為
・
資
甲
（
四
川
省
）
に
至
り
、
含
量
を
尋
ね
『
韓
詩
』
を
受
け
、

そ
の
学
を
究
め
た
。
苦
節
二
十
年
、
家
と
音
信
を
絶
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
家
で

は
死
亡
通
知
を
発
し
喪
服
を
着
た
。
業
を
終
え
て
よ
う
や
く
家
に
帰
っ
た
。
州
が
召
し
て
従

事
（
属
官
）
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
就
任
し
な
か
っ
た
。
有
道
（
挙
士
科
目
の
一
つ
）
に
挙
げ

ら
れ
た
。
在
野
で
一
生
を
終
え
た
。

　
曄
は
、
　
『
呉
越
春
秋
』
　
『
詩
細
歴
神
淵
』
を
著
し
た
。
察
琶
は
会
稽
に
至
り
、
　
『
詩
論
』

を
読
ん
で
嘆
息
し
、
　
『
論
衡
』
に
勝
る
と
し
た
。
琶
は
こ
れ
を
都
に
持
ち
帰
り
、
学
者
は
み

な
暗
唱
し
た
。

　
当
時
、
山
陽
の
翻
意
、
字
は
文
通
も
ま
た
『
走
者
』
を
習
い
、
章
句
（
注
釈
）
を
作
っ
た
。

後
、
有
道
に
挙
げ
ら
れ
、
博
士
に
召
さ
れ
た
が
、
就
任
し
な
か
っ
た
。
在
野
で
一
生
を
終
え

た
。　

衛
宏
、
字
は
敬
仲
、
東
海
（
山
東
省
か
ら
江
蘇
省
に
か
け
て
の
地
名
）
の
人
。
若
く
し
て

河
南
の
鄭
興
と
古
文
学
を
学
ん
だ
。

　
初
め
、
塩
江
の
謝
垂
下
は
『
毛
詩
』
を
善
く
し
、
そ
の
訓
義
（
注
釈
）
を
し
た
。
宏
は
曼

卿
か
ら
学
を
受
け
、
『
毛
詩
序
』
を
作
っ
た
。
　
（
詩
序
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
子
夏
の
作
と

す
る
も
の
な
ど
諸
説
あ
る
）
善
く
風
（
国
風
）
雅
（
大
雅
・
小
衆
）
の
主
旨
を
把
握
し
て
お

り
、
今
日
に
至
る
ま
で
世
に
行
わ
れ
て
い
る
。
後
、
大
司
空
の
杜
林
か
ら
『
古
文
尚
書
』
を

受
け
、
『
訓
旨
』
　
（
書
名
か
）
を
作
っ
た
。
当
時
、
済
南
の
徐
巡
は
宏
に
師
事
し
、
後
、
林

か
ら
学
を
受
け
、
ま
た
名
字
と
し
て
世
に
知
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
古
文
学
は
隆
盛
し
、

光
武
帝
は
議
郎
（
論
議
を
司
る
官
）
に
し
た
。

　
宏
は
、
蘭
轟
轟
儀
目
四
篇
を
作
り
、
西
京
（
長
安
）
の
雑
事
を
載
せ
た
。
ま
た
、
賦
や
順
、

諌
七
首
を
著
し
、
み
な
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
〔
光
武
〕
中
興
の
後
、
鄭
衆
・
質
逡
が
『
毛
詩
』
を
伝
え
、

作
り
、
鄭
玄
が
『
毛
詩
箋
』
を
作
っ
た
。

【
礼
】

後
、
馬
融
が
『
毛
詩
伝
』
を

　
『
漢
童
昌
に
「
魯
の
高
堂
生
、
漢
興
り
『
礼
』
十
七
篇
を
伝
急
」
と
あ
る
①
。
後
、
暇

丘
薫
奮
は
そ
れ
を
同
郡
の
后
蒼
に
授
け
②
、
蒼
は
梁
人
の
戴
徳
及
び
徳
の
兄
の
子
の
聖
と
沖
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人
の
慶
普
と
に
授
け
た
。
そ
こ
で
徳
は
『
大
恩
礼
』
を
作
り
、
聖
は
『
小
心
礼
』
を
作
り
（
現

存
の
『
不
善
』
だ
と
さ
れ
る
）
、
普
は
『
慶
氏
礼
』
を
作
り
、
三
家
は
み
な
博
士
に
立
て
ら

れ
た
。
孔
安
国
が
献
上
し
た
『
礼
』
古
経
五
十
六
篇
③
及
び
『
周
官
経
』
六
篇
は
、
前
世
Ω
剛

漢
）
に
は
そ
の
書
を
伝
え
て
い
た
が
、
ま
だ
名
家
（
専
門
の
学
で
名
を
得
て
い
る
者
）
が
な

か
っ
た
。
　
〔
光
武
〕
中
興
以
降
ま
た
大
小
戴
の
博
士
が
置
か
れ
た
。
相
伝
し
て
絶
え
な
か

っ
た
と
は
言
え
、
儒
林
に
顕
彰
さ
れ
る
者
も
い
な
か
っ
た
。
建
武
年
間
、
曹
充
は
慶
氏
の
学

を
習
い
、
そ
の
子
の
褒
に
伝
え
、
か
く
て
『
漢
礼
』
を
撰
述
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
褒
の
列

伝
に
見
え
る
。

①
原
文
「
漢
興
、
魯
高
堂
生
伝
『
士
礼
』
十
七
篇
」
。

②
『
漢
書
』
に
は
「
孟
卿
が
薫
奮
に
仕
え
て
后
蒼
に
授
け
た
」
と
あ
る
。

　
③
鄭
玄
『
六
芸
論
国
に
「
後
得
孔
子
壁
中
古
文
礼
凡
五
十
六
篇
」
と
あ
る
。

　
董
鈎
、
字
は
文
伯
、
健
為
・
壷
中
（
四
川
省
）
の
人
。
『
慶
氏
礼
』
を
習
い
、
大
鴻
腫
の

王
臨
に
仕
え
た
。
元
始
年
間
（
平
帝
　
一
～
五
）
、
明
経
に
挙
げ
ら
れ
、
色
出
令
に
遷
り
、

病
気
を
理
由
に
官
を
去
っ
た
。
建
武
年
間
（
光
武
帝
　
二
五
～
五
六
）
、
孝
廉
（
挙
工
の
科

目
の
一
つ
）
に
挙
げ
ら
れ
、
司
徒
の
府
に
召
さ
れ
た
。

　
鈎
は
博
く
古
今
に
通
じ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
政
治
に
つ
い
て
発
言
し
た
。
永
平
の
初
め
に

博
士
に
な
っ
た
。
当
時
、
五
郊
の
祭
祀
隅
及
び
宗
廟
の
礼
楽
・
威
儀
章
服
を
創
設
し
た
が
、

い
ち
い
ち
鈎
に
参
議
さ
せ
、
　
〔
そ
の
意
見
は
〕
多
く
採
用
さ
れ
た
。
世
間
で
は
通
儒
と
称
さ

れ
た
。
昇
進
を
重
ね
五
官
中
郎
将
（
官
名
。
将
軍
に
次
ぐ
。
）
に
ま
で
な
り
、
教
授
す
る
門

下
生
は
常
に
百
余
人
い
た
。
後
、
事
件
に
連
座
し
騎
都
尉
に
左
遷
さ
れ
た
。
歳
七
十
余
で
、

在
野
で
一
生
を
終
え
た
。

　
〔
光
武
〕
中
興
し
、
鄭
衆
は
『
周
甲
虫
』
を
伝
え
た
。
後
、
叢
誌
は
『
周
誤
伝
』
を
作
り
、

鄭
玄
に
授
け
、
玄
は
『
周
官
注
』
を
作
っ
た
。
玄
は
も
と
『
小
豆
礼
』
　
（
銭
大
所
は
、
こ
の

『
小
直
面
』
は
今
の
『
儀
礼
』
を
指
す
と
い
・
％
）
を
習
っ
た
が
、
後
古
文
の
経
で
そ
れ
を

校
勘
し
、
そ
の
義
の
優
れ
る
も
の
を
取
っ
た
。
こ
う
し
て
、
鄭
氏
の
学
が
完
成
し
た
。
玄
は

ま
た
小
説
が
伝
え
た
『
礼
記
』
四
十
九
篇
に
注
を
付
け
、
ま
と
め
て
『
三
礼
』
と
し
た
。

【
春
秋
】

　
『
漢
書
』
に
「
斉
の
胡
母
子
都
は
『
公
羊
春
秋
』
を
伝
え
、
東
平
馬
首
に
授
け
、
蕨
公
は

東
海
の
孟
卿
に
授
け
、
孟
卿
は
魯
人
の
謹
直
に
授
け
、
睦
孟
は
東
海
の
厳
彰
祖
と
魯
人
の
顔

安
楽
と
に
授
け
た
。
彰
祖
は
春
秋
厳
氏
学
を
な
し
、
安
楽
は
春
秋
顔
氏
学
を
な
し
た
。
ま
た

蝦
丘
の
江
上
は
『
姦
直
春
秋
』
を
伝
え
、
三
家
は
み
な
博
士
に
立
て
ら
れ
た
。
梁
の
太
傅
の

質
誼
は
『
春
秋
黒
氏
伝
訓
詰
』
を
作
り
、
婦
人
の
差
替
に
授
け
た
」
と
あ
る
（
『
漢
書
』
儒

林
伝
で
は
、
孟
卿
と
睦
孟
と
は
師
弟
関
係
で
は
な
く
、
蕨
公
の
弟
子
と
し
て
並
列
さ
れ
て
い

る
。
）
。

　
丁
恭
、
字
は
子
然
、
山
陽
東
面
（
山
東
省
）
の
人
。
　
『
公
羊
厳
氏
春
秋
』
を
習
％
恭
は

経
書
の
内
容
理
解
に
明
ら
か
で
、
教
授
す
る
と
こ
ろ
は
常
に
数
百
人
い
た
。
州
郡
が
召
し
出

そ
う
と
し
た
が
応
じ
な
か
っ
た
。
建
武
の
初
め
、
諫
議
大
夫
・
博
士
と
な
り
、
関
丙
侯
に
封

ぜ
ら
れ
た
。
十
一
年
置
三
五
）
、
少
府
に
遷
っ
た
。
諸
生
で
遠
く
か
ら
至
る
者
は
記
録
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
数
千
人
に
上
り
、
世
間
で
は
大
儒
と
称
せ
ら
れ
た
。
太
常
の
楼
望
・
侍
中
の

承
宮
・
長
水
の
校
尉
の
焚
撫
ら
は
、
み
な
業
を
恭
に
受
け
た
。
二
十
年
、
侍
中
の
祭
酒
・
騎

都
尉
に
任
命
さ
れ
、
侍
中
劉
昆
と
と
も
に
光
武
帝
の
側
に
あ
り
、
事
ご
と
に
意
見
を
尋
ね
ら

れ
た
。
在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

　
周
沢
、
字
は
、
稠
都
、
北
海
安
丘
（
山
東
省
）
の
人
。
若
く
し
て
『
公
羊
厳
氏
春
秋
』
を

習
い
、
隠
居
し
て
教
授
し
、
門
下
生
は
常
に
数
百
人
を
数
え
た
。
建
武
の
末
に
大
司
馬
府
に

召
さ
れ
、
議
曹
（
郡
主
の
属
吏
）
祭
酒
に
配
属
さ
れ
た
。
数
カ
月
後
、
召
し
出
さ
れ
博
士
の

試
験
を
受
け
た
（
に
試
さ
れ
た
）
。
中
元
元
年
（
五
六
）
、
竈
池
令
に
遷
っ
た
。
滅
私
奉
公

し
、
弱
者
に
憐
れ
み
深
く
、
二
人
に
慕
η
れ
た
。
永
平
五
年
（
六
二
）
、
右
中
郎
将
に
遷
っ

た
。
十
年
（
六
七
）
太
常
（
宗
廟
の
礼
儀
を
司
る
）
に
召
さ
れ
た
。

　
沢
は
直
言
を
は
ば
か
ら
ず
、
し
ば
し
ば
執
拗
に
諌
言
し
た
。
後
、
北
地
の
太
守
彦
信
が
収

賄
に
座
し
獄
に
下
り
、
財
産
を
没
収
さ
れ
た
。
顕
宗
（
明
帝
）
は
信
の
寄
物
（
不
正
に
よ
り

入
手
し
た
物
）
を
清
廉
な
官
吏
に
分
け
与
え
た
。
沢
と
光
禄
勲
の
孫
堪
・
大
司
農
の
常
沖
は

特
別
に
下
賜
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
都
甲
が
沸
き
立
ち
、
位
に
あ
る
者
は
一
斉
に
精
励
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
堪
、
字
は
子
稗
、
河
南
繰
氏
O
河
南
省
）
の
人
つ
経
学
に
明
る
く
、
節
操
も
あ
り
、
清
廉

潔
白
で
、
士
大
夫
を
慈
し
ん
だ
。
だ
が
、
一
毫
た
り
と
も
人
か
ら
物
を
貰
う
こ
と
な
く
、
節

度
と
気
概
と
を
実
行
し
た
。
王
葬
の
末
、
あ
ち
こ
ち
で
兵
乱
が
起
こ
っ
た
が
、
宗
族
老
弱
は

砦
の
中
に
い
て
、
自
分
は
常
に
力
戦
し
て
敵
を
陥
れ
、
敵
に
後
ろ
を
見
せ
る
こ
と
が
な
く
、

し
ば
し
ば
刀
傷
を
負
っ
た
。
宗
族
は
彼
を
頼
み
と
し
、
郡
中
は
み
な
そ
の
義
勇
に
感
服
し
た
。

　
建
武
年
間
、
郡
県
に
仕
え
た
。
公
正
に
し
て
清
廉
潔
白
で
、
奉
禄
は
妻
子
に
及
ば
ず
、
み
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な
賓
客
に
供
さ
れ
た
。
長
吏
と
な
る
に
及
び
、
各
地
で
功
績
を
挙
げ
、
盲
人
に
敬
仰
さ
れ
た
。

去
就
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
た
。
か
つ
て
県
令
に
な
り
役
所
に
詣
で
た
（
怪
漢
の
制
度
で
は
、

県
令
に
任
命
さ
れ
る
と
、
ま
ず
役
所
に
詣
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
）
が
、
足
ど
り
が
緩

慢
な
た
め
、
門
亭
の
長
が
御
吏
に
彼
の
こ
と
を
悪
《
言
っ
た
。
す
る
と
、
堪
は
印
綬
を
解
い

て
去
り
、
官
に
就
か
な
か
っ
た
。
後
、
ま
た
仕
え
て
左
礪
栩
（
地
名
）
を
治
あ
た
が
、
部
下

に
厳
し
す
ぎ
た
廉
で
、
夏
霞
校
尉
は
〔
彼
を
〕
免
官
す
る
よ
う
上
奏
し
た
。
数
ヵ
月
後
、
召

さ
れ
て
侍
御
史
と
な
り
、
さ
ら
に
尚
書
令
に
遷
っ
た
。
永
平
十
一
年
（
六
八
）
光
禄
勲
に
任

命
さ
れ
た
。

　
堪
は
清
廉
で
、
敢
然
と
政
治
に
従
事
し
、
し
ば
し
ば
直
言
し
、
多
く
採
用
さ
れ
た
。
十
八

年
（
七
五
）
病
気
の
た
め
退
職
を
希
望
し
た
が
、
侍
中
騎
都
尉
と
な
り
、
在
職
甲
に
亡
く
な

っ
た
。
堪
の
行
い
は
沢
と
似
て
い
た
の
で
、
都
で
は
「
二
梶
」
と
呼
ん
だ
。

　
十
二
年
（
六
八
）
、
沢
に
司
徒
の
仕
事
を
行
わ
せ
た
が
①
、
本
職
と
変
わ
ら
ぬ
働
き
を
し

た
。
沢
は
お
お
ま
か
な
性
格
で
、
威
儀
を
な
お
ざ
り
に
し
、
宰
相
を
失
望
さ
せ
た
。
数
カ
月

後
、
ま
た
太
常
（
塞
廟
を
司
る
）
に
な
っ
た
。
行
い
を
清
潔
に
し
、
宗
廟
を
厚
く
敬
っ
た
。

か
つ
て
病
気
で
斎
宮
に
臥
せ
た
が
、
そ
の
妻
が
沢
の
老
病
を
心
配
し
哀
れ
み
、
病
状
を
尋
ね

に
行
っ
た
。
す
る
と
、
沢
は
激
怒
し
、
妻
を
斎
の
禁
を
犯
し
た
と
し
て
獄
に
送
り
取
り
調
べ

を
受
け
さ
せ
謝
罪
し
た
。
世
間
は
そ
の
過
激
さ
を
恐
れ
た
。
当
時
の
人
は
こ
れ
を
「
世
に
生

ま
れ
て
譜
わ
ず
、
太
常
の
妻
と
な
り
、
一
年
三
百
六
十
日
、
三
百
五
十
九
日
斎
す
ゆ
」
と
言

っ
た
②
。
十
人
年
（
七
五
）
侍
中
騎
都
尉
に
召
さ
れ
た
。
後
、
し
ば
し
ば
三
老
五
更
（
長
老

の
職
）
に
な
り
、
建
初
年
間
に
退
職
し
、
在
野
で
｝
生
を
終
え
た
。

　
①
質
延
が
免
官
さ
れ
て
邪
穆
が
就
任
す
る
ま
で
の
問
の
こ
と
で
あ
る
。

　
②
李
日
「
贈
内
」
詩
に
、
こ
の
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
三
百
六
十
日
　
日
々
酔

　
　
如
泥
　
錐
為
李
白
婦
　
何
異
太
常
妻
」

　
鐘
興
、
字
は
離
陸
、
汝
南
・
汝
陽
（
河
南
省
）
の
人
。
若
い
こ
ろ
少
府
の
丁
恭
（
前
出
〉

に
つ
い
て
『
翼
長
春
秋
』
を
学
ん
だ
。
恭
が
興
は
学
問
、
行
動
と
も
に
優
れ
る
と
推
薦
し
た

た
め
、
光
武
帝
は
召
し
だ
し
て
、
経
書
の
意
義
を
問
う
た
。
興
の
応
対
は
甚
だ
明
瞭
で
、
皇

帝
は
よ
し
と
し
て
郎
中
の
官
（
皇
帝
近
侍
の
官
）
を
授
け
た
。
し
ば
ら
く
し
て
左
中
郎
将
（
宿

衛
侍
直
の
官
）
と
な
っ
た
。
詔
に
よ
り
『
春
秋
』
の
章
句
（
注
釈
の
一
種
）
を
定
め
、
重
複

を
取
り
さ
っ
て
、
皇
太
子
①
に
授
け
た
。
ま
た
〔
皇
帝
の
命
に
よ
り
〕
皇
族
の
諸
侯
は
興
に

つ
い
て
章
句
を
学
び
、
　
〔
興
は
〕
関
内
侯
（
爵
名
。
称
号
の
み
で
実
封
は
な
い
）
の
位
を
授

か
っ
た
。
　
〔
し
か
し
〕
興
は
自
分
に
は
そ
れ
だ
け
の
功
績
が
無
い
と
し
て
、
爵
位
を
受
け
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
皇
帝
は
い
っ
た
。
「
先
生
は
太
子
や
王
族
、
諸
侯
に
教
え
て
お
ら
れ
る
。

大
き
な
功
績
で
は
な
い
か
」
と
。
興
は
、
　
「
臣
の
師
匠
は
丁
恭
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
そ
こ

で
恭
に
も
爵
位
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
が
、
興
は
最
後
ま
で
固
辞
し
て
爵
位
を
受
け
な
か
っ

た
。
在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

　
①
光
武
帝
は
即
位
翌
年
の
建
武
二
年
六
月
に
、
貴
人
・
郭
氏
を
皇
后
に
た
て
、
そ
の
子
の

　
　
彊
を
皇
太
子
と
し
た
。
の
ち
建
武
十
七
年
十
月
、
皇
后
は
廃
さ
れ
、
貴
人
・
陰
氏
が
あ

　
　
ら
た
に
皇
后
位
に
つ
い
た
。
翌
々
年
の
建
武
十
九
年
六
月
疑
し
て
、
陰
皇
后
の
子
、
第

　
　
四
子
の
東
海
王
陽
が
彊
に
か
わ
っ
て
皇
太
子
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
の
ち
の
明
帝
で
あ
る
。

　
二
王
字
は
長
文
、
北
海
・
安
丘
（
山
東
省
）
の
人
つ
も
の
静
か
で
欲
の
な
い
人
物
で
あ

っ
た
。
　
『
厳
氏
春
秋
』
を
学
び
、
常
に
数
百
人
も
の
学
生
に
教
授
し
た
。
建
武
年
間
（
光
武

帝
　
二
五
～
五
六
）
に
州
の
従
事
（
県
の
長
官
で
あ
る
刺
史
の
補
佐
）
と
な
り
、
　
〔
つ
い
で

朝
廷
よ
り
〕
博
士
の
官
を
授
け
ら
れ
た
。
や
や
あ
っ
て
太
子
少
傅
（
太
子
の
教
育
係
〉
と
な

り
、
在
職
甲
に
亡
く
な
っ
た
。

　
子
の
普
に
学
業
を
伝
え
、
普
は
子
の
承
に
伝
え
た
。
承
は
非
常
に
学
業
熱
心
で
、
私
事
に

は
い
っ
さ
い
か
か
ず
ら
わ
ず
、
常
に
数
百
人
も
の
学
生
に
講
義
を
し
て
い
た
。
承
が
三
代
に

わ
た
る
学
問
の
家
系
で
あ
る
た
め
、
儒
者
た
ち
で
心
服
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
建
初
年

間
（
章
帝
　
七
六
～
八
四
）
に
考
廉
（
選
挙
科
目
の
一
、
次
代
の
和
帝
よ
り
人
口
比
に
て
合

格
者
の
人
数
を
定
め
た
。
）
に
推
挙
さ
れ
、
梁
相
（
梁
は
県
名
、
河
南
サ
い
ま
の
河
南
省
・

臨
汝
県
に
属
す
。
王
朝
の
重
要
拠
点
で
あ
る
。
相
は
郡
守
や
県
令
を
い
う
）
で
亡
く
な
っ
た
。

子
孫
は
絶
え
る
こ
と
な
く
学
業
を
伝
え
て
い
っ
た
。

　
楼
望
①
、
字
は
次
子
、
陳
留
・
雍
丘
（
河
南
省
）
の
人
。
若
い
こ
ろ
『
厳
氏
春
秋
』
を
学

ん
だ
。
節
操
が
あ
り
清
廉
な
人
物
で
、
郷
里
で
評
判
で
あ
っ
た
。
建
武
年
間
（
光
武
帝
　
二

五
～
五
六
）
に
、
趙
の
三
王
の
栩
（
巻
十
四
に
伝
あ
り
）
は
そ
の
高
名
を
聞
き
、
玉
吊
を
お

く
っ
て
、
師
匠
と
な
る
こ
と
を
乞
う
た
が
、
望
は
受
け
と
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
郡
の
功
曹
（
煙

責
や
県
令
の
補
佐
で
、
補
佐
役
中
の
最
高
位
）
に
仕
え
た
。
永
平
（
明
帝
　
五
八
～
七
五
）

の
初
め
、
侍
中
（
皇
帝
近
侍
の
官
）
・
壁
貫
校
尉
（
越
騎
は
京
師
の
常
備
軍
の
一
。
校
尉
は

将
軍
に
次
ぐ
位
で
、
宿
衛
兵
を
統
べ
る
）
と
な
り
、
入
内
し
て
宮
中
に
て
学
問
を
講
じ
た
。

十
六
年
（
七
三
）
、
大
司
農
（
国
家
の
財
政
を
司
る
）
と
な
り
、
十
八
年
（
七
五
）
、
周
沢

（
前
出
）
に
代
わ
っ
て
太
糸
（
宗
廟
の
祭
祀
や
儀
孔
を
司
る
。
百
官
中
の
最
高
位
で
あ
る
）

と
な
っ
た
。
建
初
五
年
（
八
○
）
、
あ
る
事
件
に
連
座
し
て
太
中
大
夫
（
皇
帝
の
参
謀
、
顧
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問
の
官
）
に
遷
ざ
れ
、
の
ち
左
中
郎
将
（
宿
衛
侍
直
の
官
）
と
な
っ
た
。
　
〔
こ
う
し
た
転
変

の
あ
い
だ
も
学
問
を
〕
教
授
す
る
こ
と
を
や
め
ず
、
世
に
九
宗
と
称
え
ら
れ
た
。
学
生
数
は

記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
九
千
人
余
り
に
も
な
る
。
年
八
十
、
永
元
十
二
年
（
一
〇
〇
）
、

在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。
葬
儀
に
集
ま
っ
た
門
生
は
数
千
人
に
及
び
、
儒
者
た
ち
は
栄
え
あ

る
こ
と
と
称
賛
し
た
。

　
①
前
出
の
丁
恭
伝
に
衆
望
の
名
が
み
え
る
。
ま
た
巻
三
十
七
丁
鴻
伝
で
は
、
粛
呈
の
命
に

　
　
よ
り
、
白
虎
観
で
五
経
の
同
異
を
論
定
し
た
と
あ
る
。

　
程
曽
浅
字
は
秀
升
、
豫
章
・
南
昌
（
江
西
省
）
の
人
。
長
安
で
学
問
を
お
さ
め
、
　
『
厳
氏

春
秋
』
を
学
ぶ
こ
と
十
余
年
で
、
故
郷
に
帰
り
学
を
講
じ
た
。
会
稽
（
江
蘇
省
）
の
顧
奉
①

を
は
じ
め
、
数
百
人
が
常
に
門
下
に
つ
ど
っ
て
い
た
。
著
書
は
数
百
篇
、
み
な
五
経
の
難
解

な
箇
所
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
孟
子
章
句
』
を
あ
ら
わ
し
た
。
建
初
三
年

（
七
八
）
、
孝
廉
（
選
挙
科
目
の
一
つ
〉
に
推
挙
さ
れ
、
海
西
（
江
蘇
省
）
の
令
（
大
県
の

長
官
）
と
な
り
、
在
職
甲
に
亡
く
な
っ
た
。

　
①
会
稽
の
顧
奉
は
伝
が
た
て
ら
れ
て
い
な
い
が
、
巻
三
六
・
張
金
環
に
覇
が
会
稽
の
処
士

　
　
で
あ
っ
た
奉
を
登
用
し
、
奉
は
の
ち
に
頴
川
太
守
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お

　
　
張
覇
は
『
厳
氏
公
羊
春
秋
』
を
お
さ
め
た
ほ
か
、
五
経
に
博
通
し
た
と
い
・
急

　
張
玄
、
字
は
君
夏
、
河
内
・
重
陽
（
河
雨
省
）
の
人
。
若
い
こ
ろ
『
顔
氏
春
秋
』
を
学
び
、

あ
わ
せ
て
数
家
の
学
問
に
通
暁
し
た
。
建
武
（
光
武
帝
・
二
五
～
五
六
）
の
初
め
、
明
経
（
選

挙
科
目
の
一
）
に
推
挙
さ
れ
て
、
弘
農
（
河
南
省
西
部
・
陳
西
省
に
か
け
て
の
地
名
）
の
文

学
（
郡
に
あ
っ
て
教
学
を
司
る
官
）
に
あ
て
ら
れ
、
事
々
県
（
陳
西
省
）
の
丞
（
県
の
長
官

の
補
佐
、
文
書
を
司
る
）
に
か
わ
っ
た
。
清
潔
無
欲
な
人
物
で
経
書
に
専
心
し
、
講
義
に
な

る
と
、
一
日
中
食
事
を
と
ら
な
か
っ
た
。
難
解
な
箇
所
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
数
家
の
説
を

述
べ
ひ
ろ
げ
て
、
落
ち
着
き
の
よ
い
説
を
〔
学
生
に
〕
撰
ば
せ
た
。
儒
者
た
ち
は
、
彼
の
博

通
に
感
服
し
、
記
録
さ
れ
て
い
る
学
生
数
は
千
余
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。

　
玄
は
か
つ
て
県
の
丞
で
あ
っ
た
と
き
、
職
務
の
た
め
官
庁
を
訪
れ
た
が
、
役
所
の
所
在
を

知
ら
な
か
っ
た
。
役
人
は
門
下
（
門
下
橡
、
州
郡
の
長
官
の
属
官
）
に
申
し
あ
げ
て
玄
を
叱

責
し
た
。
そ
の
こ
ろ
右
扶
風
（
三
輔
の
一
、
陳
西
省
）
に
い
た
螂
邪
（
山
東
省
）
の
事
業
①

も
大
儒
で
あ
っ
た
。
徐
は
玄
の
学
生
た
ち
か
ら
師
の
評
判
を
き
い
た
の
で
、
試
し
に
玄
を
ま

ね
い
て
み
た
。
語
り
あ
う
や
、
徐
は
非
常
に
驚
い
て
い
っ
た
。
　
「
今
旧
お
会
い
し
て
、
本
当

に
目
が
開
か
れ
た
思
い
で
す
」
と
。
か
く
て
堂
に
上
が
る
よ
う
願
い
、
終
日
、
議
論
し
あ
っ

穐　
の
ち
に
玄
は
官
を
辞
し
た
が
、
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
て
召
さ
れ
て
郎
（
皇
帝
侍
従
官
の
通
称
）

と
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
顔
氏
博
士
に
欠
員
が
あ
り
、
　
〔
任
官
試
験
を
し
た
と
こ
ろ
〕
玄
の
答

案
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
た
た
め
、
玄
に
博
士
の
官
を
授
け
た
。
数
ヶ
月
ほ
ど
し
て
、
学
生

た
ち
は
皇
帝
に
申
し
あ
げ
た
。
玄
は
厳
氏
、
冥
氏
の
学
に
も
通
じ
て
お
り
ま
す
。
顔
氏
だ
け

の
博
士
と
す
る
の
は
適
当
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
と
。
光
武
帝
は
さ
ら
に
〔
他
博
士
を
〕
兼

任
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
異
動
す
る
ま
え
に
亡
く
な
っ
た
。

　
①
徐
業
は
　
『
後
漢
書
』
中
、
こ
こ
に
し
か
記
述
が
み
え
な
い
。

　
李
異
字
は
元
春
、
扶
風
・
漆
（
陳
西
省
）
の
人
。
若
い
こ
ろ
『
公
羊
春
秋
』
を
学
ん
だ
。

精
神
を
研
ぎ
澄
ま
せ
深
く
も
の
思
う
人
物
で
、
書
物
を
博
覧
し
た
。
太
学
に
そ
の
名
を
知
ら

れ
、
同
郡
出
身
の
班
固
（
巻
四
〇
上
に
伝
あ
り
）
に
た
い
そ
う
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
固
は
奏
記

を
た
て
ま
つ
っ
て
①
育
を
腰
騎
将
軍
（
非
常
の
官
コ
軍
務
を
司
る
。
東
王
平
の
蒼
は
王
で
あ

る
の
で
、
騨
騎
将
軍
の
位
は
公
よ
り
上
と
さ
れ
た
。
後
に
罷
め
た
）
の
東
平
王
の
蒼
（
巻
四

二
に
伝
あ
り
）
に
推
薦
し
、
こ
れ
よ
り
都
の
貴
族
た
ち
は
争
っ
て
育
と
の
交
際
を
求
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
州
郡
が
招
請
す
る
と
、
育
は
そ
の
地
へ
到
着
し
て
は
、
い
つ
も
病
気
と
称
し

て
よ
そ
へ
去
っ
た
。

　
常
に
各
地
を
転
々
と
し
て
は
学
を
教
授
し
、
門
徒
は
数
百
人
に
お
よ
ん
だ
。
古
文
学
を
渉

猟
す
る
こ
と
ふ
か
く
、
以
前
『
左
氏
伝
』
を
読
み
、
そ
の
文
章
を
楽
し
み
は
し
た
も
の
の
、

聖
人
の
深
意
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。
李
は
考
え
た
。
先
人
陳
書
、
萢
升
②
の

一
派
は
互
い
の
説
を
非
難
し
あ
っ
て
い
た
が
、
　
〔
そ
の
説
に
は
〕
図
嚢
を
た
く
さ
ん
引
い
て

お
り
、
道
理
に
基
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
。
そ
こ
で
『
難
左
氏
義
』
四
十
…
事
を
作
っ
た
。

建
初
元
年
（
七
六
）
に
、
善
趣
（
宮
中
の
巡
回
警
遷
を
司
る
）
の
馬
彦
（
巻
二
四
に
伝
あ

り
）
は
育
を
方
正
（
選
挙
科
目
の
一
）
に
推
薦
し
た
た
め
、
議
郎
（
非
常
の
官
、
郎
中
事
の

属
官
で
顧
問
応
対
を
司
る
）
と
な
っ
た
。
の
ち
に
博
士
を
授
け
ら
れ
た
。
四
年
（
七
九
）
に
、

詔
あ
っ
て
儒
者
た
ち
と
白
虎
観
に
て
五
経
を
論
じ
、
育
は
公
羊
の
義
に
よ
っ
て
質
達
（
巻
三

六
に
伝
あ
り
。
一
期
を
奉
じ
た
）
の
説
を
や
り
こ
め
た
。
応
答
は
み
な
道
理
に
依
拠
し
、
最

高
の
華
墨
と
さ
れ
た
。

　
ふ
た
た
び
転
任
し
て
尚
書
令
（
選
署
文
書
を
は
じ
め
尚
書
の
職
掌
全
般
を
統
括
す
る
）
と

な
っ
た
が
③
馬
塵
が
失
脚
す
る
と
④
、
連
座
し
て
罷
免
さ
れ
〔
故
郷
に
〕
帰
っ
た
。
一
年

余
り
で
ま
た
召
し
だ
さ
れ
て
、
侍
中
と
な
り
、
在
職
中
に
亡
く
な
っ
た
。

①
班
固
の
奏
記
は
伝
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
巻
三
五
・
鄭
玄
伝
に
軍
事
、
陳
元
、
李
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育
、
質
逡
ら
が
古
今
の
学
に
つ
い
て
弧
理
丁
し
た
と
み
え
る
。

②
両
者
と
も
巻
三
六
に
伝
が
あ
る
。
陳
元
と
萢
升
と
の
論
争
は
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
に
具
に
録

　
さ
れ
て
い
る
。
発
端
は
左
氏
博
士
を
立
て
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

③
奎
百
が
尚
書
令
で
あ
っ
た
の
は
明
帝
紀
に
よ
れ
ば
中
元
二
年
四
月
か
ら
同
五
年
二
月

　
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

④
馬
摩
失
脚
の
一
件
は
子
の
豫
と
の
確
執
に
端
を
発
し
、
建
初
八
年
に
官
を
解
か
れ
て
故

　
郷
に
帰
っ
た
。

　
昼
休
、
字
は
郡
公
、
任
城
・
焚
（
山
東
省
）
の
人
。
父
の
豹
は
、
幕
府
（
宮
中
の
衣
服
珍

宝
を
司
る
）
で
あ
っ
た
。
休
は
質
朴
、
寡
黙
な
人
物
で
、
い
つ
も
心
が
け
て
六
経
の
研
鐙
を

積
み
、
世
間
の
儒
者
で
も
彼
に
及
ぶ
者
は
い
な
か
っ
た
。
　
〔
そ
こ
で
皇
帝
は
何
を
尊
位
で

あ
る
〕
卿
子
に
つ
ら
ね
、
詔
し
て
郎
中
を
授
け
た
。
望
む
と
こ
ろ
で
な
い
た
め
、
　
〔
何
は
〕

病
気
と
称
し
て
辞
退
し
、
州
や
郡
に
仕
え
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
出
処
進
退
は
必
ず

礼
に
基
づ
い
で
い
た
。

　
太
傅
（
皇
帝
補
佐
の
高
位
の
官
）
の
陳
蕃
（
巻
六
六
に
伝
あ
り
）
が
何
を
辟
召
し
①
、
政

事
に
参
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
蕃
が
〔
党
争
に
〕
敗
れ
る
と
、
休
も
連
座
し
て
任
官
資

格
剥
奪
処
分
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
『
春
秋
公
羊
夏
霞
』
を
作
り
、
ふ
か
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し

て
は
家
か
ら
出
な
い
こ
と
が
十
七
年
あ
ま
り
に
も
な
っ
た
。
又
『
孝
経
』
『
論
甑
胆
　
『
風
角

七
分
』
②
に
訳
注
を
ほ
ど
こ
す
さ
い
聖
人
の
書
を
お
さ
め
て
、
自
家
の
説
を
墨
守
す
る
学
者

た
ち
に
は
同
調
し
な
か
っ
た
。
又
『
春
秋
』
の
意
に
よ
っ
て
苗
代
の
六
百
余
り
の
事
柄
の
是

非
を
論
じ
、
よ
く
公
羊
の
本
意
を
発
揮
し
て
い
た
。
休
は
計
算
や
暦
法
を
得
意
と
し
、
師
匠

の
博
士
・
羊
雲
③
と
奎
胃
の
意
を
祖
述
し
て
、
　
〔
重
氏
、
穀
梁
の
〕
二
曲
を
批
判
し
、
『
公

羊
墨
守
』
『
左
氏
膏
盲
』
『
穀
梁
廃
疾
』
を
作
っ
た
。

　
資
格
剥
奪
処
分
が
解
除
さ
れ
る
と
、
又
召
さ
れ
て
司
徒
（
三
公
の
一
、
教
化
を
司
る
）
と

な
っ
た
。
公
た
ち
は
上
奏
し
て
い
っ
た
。
休
の
道
術
は
深
淵
明
晰
で
、
　
〔
皇
帝
の
〕
参
謀
と

な
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
、
と
。
俵
臣
が
反
対
し
た
た
め
、
議
郎
を
授
か
る
こ
と
と
な
り
、
休

は
し
ば
し
ば
忠
言
を
た
て
ま
つ
っ
た
。
そ
し
て
野
壷
太
夫
（
顧
問
応
対
を
司
る
）
と
な
り
、

五
十
四
歳
で
光
和
五
年
（
一
八
二
）
に
亡
く
な
っ
た
。

①
陳
蕃
が
太
傅
に
な
っ
た
の
は
、
本
伝
に
よ
れ
ば
永
康
元
年
（
一
六
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。

②
『
風
草
七
分
』
に
つ
い
て
は
未
詳
．

　
③
羊
弼
は
こ
こ
以
外
で
は
『
後
漢
書
』
に
記
載
な
し
。

　
服
度
、
字
は
子
慎
バ
は
じ
め
は
重
と
名
の
り
、
ま
た
祇
と
名
の
り
、
後
に
は
度
と
改
名
し

た
。
河
南
・
福
野
（
河
南
省
）
の
人
。
若
い
こ
ろ
、
清
廉
だ
が
貧
し
い
生
活
の
な
か
に
志
を

た
て
、
太
学
に
入
っ
て
学
問
を
受
け
た
。
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
ち
、
文
章
が
上
手
だ
っ
た
。

そ
の
『
春
秋
左
起
首
解
』
は
今
で
も
通
行
し
て
い
る
。
又
『
左
伝
』
に
よ
っ
て
何
休
が
是
非

を
論
じ
た
漢
の
事
柄
六
十
條
を
さ
ら
に
論
じ
た
。
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
異
動

あ
り
、
中
平
年
間
（
霊
帝
　
一
八
四
～
一
八
九
年
）
の
末
、
福
江
（
安
徽
省
）
の
太
守
を
授

け
ら
れ
た
。
　
〔
同
職
を
〕
解
任
さ
れ
る
と
世
の
動
乱
に
遭
い
、
各
地
を
転
々
し
、
病
に
か
か

り
亡
く
な
っ
た
。
著
作
は
賦
・
碑
・
謙
・
書
記
・
連
珠
・
九
憤
①
、
全
部
で
十
余
篇
あ
る
。

①
賦
・
碑
・
諌
・
書
記
・
連
珠
は
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
九
憤
は
ジ
ャ
ン
ル
か
作
品

　
　
名
か
未
詳

　
頴
容
受
は
子
厳
、
陳
国
・
長
平
（
河
南
省
）
の
人
。
博
学
で
い
ろ
い
ろ
な
学
説
に
通
じ
、

と
り
わ
け
『
春
秋
左
氏
』
に
詳
し
か
っ
た
。
太
尉
の
楊
賜
（
巻
五
四
に
伝
あ
り
）
に
師
事
し

た
①
ゆ
郡
が
孝
廉
に
推
挙
し
、
州
が
招
致
し
、
公
車
が
迎
え
に
き
て
も
、
い
ず
れ
に
も
就
任

し
な
か
っ
た
。
初
平
年
間
（
献
帝
・
一
九
〇
～
一
九
三
）
に
、
世
の
混
乱
を
避
け
て
荊
州
（
湖

北
省
）
に
ゆ
く
と
、
あ
つ
ま
っ
た
学
生
は
千
人
余
り
で
あ
っ
た
。
　
〔
刺
史
の
〕
劉
表
（
巻
七

四
下
に
伝
あ
り
）
が
武
陵
（
郡
名
、
湖
南
省
）
の
太
守
に
任
命
し
た
が
②
、
応
じ
よ
う
と
し

な
か
っ
た
。
　
『
春
秋
左
氏
鼻
塞
』
五
万
適
言
を
あ
ら
わ
し
、
手
函
年
間
（
献
血
・
一
九
六
～

二
二
〇
）
に
亡
く
な
っ
た
。

①
楊
賜
が
太
尉
と
な
っ
た
の
は
本
伝
に
よ
れ
ば
烹
平
五
年
（
一
七
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
楊
家
は
父
祖
の
代
よ
り
欧
陽
尚
書
を
奉
じ
る
一
家
で
あ
る
。

②
劉
表
が
荊
州
刺
史
と
な
っ
た
の
は
本
伝
に
よ
れ
ば
初
平
元
年
（
一
九
〇
）
の
こ
と
で
あ

　
　
る
。

　
謝
劾
、
字
は
文
儀
南
陽
・
章
陵
（
湖
北
省
）
の
人
。
　
『
春
秋
重
氏
伝
』
を
良
く
理
解
し

て
世
の
名
宝
と
さ
れ
、
そ
の
門
に
学
ぶ
者
は
数
百
人
も
い
た
。
建
安
年
間
（
献
上
　
一
九
六

～
二
二
〇
）
に
河
東
郡
（
山
東
省
）
の
楽
詳
が
『
左
二
丈
』
に
お
け
る
疑
問
数
十
事
を
箇
条

書
き
に
し
て
謝
該
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
は
前
後
を
矛
盾
な
く
解
釈
し
て
や
っ
た
①
冷
そ
れ

は
『
翠
雲
釈
』
と
名
づ
け
ら
れ
世
に
広
ま
っ
た
。
拍
車
司
馬
令
（
宮
中
の
護
衛
を
司
る
衛
尉

の
属
官
）
と
し
て
仕
え
た
が
、
父
母
が
老
い
た
の
で
、
病
気
を
理
由
に
官
職
を
去
り
、
郷
里

に
帰
ろ
う
と
し
た
。
お
り
し
も
後
漢
末
の
混
乱
で
三
州
（
湖
南
・
湖
北
一
帯
）
へ
の
道
が
断

た
れ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
少
府
（
宮
中
の
物
品
・
財
宝
を
管
理
す
る
官
）
の
孔
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融
は
上
書
し
彼
を
推
薦
し
て
言
っ
た
。
　
「
臣
が
聞
き
ま
す
に
、
高
祖
が
漢
朝
を
は
じ
め
て
お

建
て
に
な
ら
れ
た
時
に
は
韓
信
や
彰
越
ら
の
武
将
が
暴
力
を
攻
め
、
ま
た
陸
買
や
叔
孫
通
ら

の
儒
者
は
御
前
に
進
み
出
て
『
詩
』
　
『
書
』
を
説
き
ま
し
た
。
光
武
帝
が
漢
朝
を
中
興
な
さ

れ
た
時
に
は
呉
下
や
歌
純
ら
の
功
臣
が
光
武
帝
の
受
け
た
天
命
の
実
現
を
補
佐
し
、
ま
た
萢

升
や
葉
柳
ら
の
学
者
は
古
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
学
問
を
身
に
付
け
て
後
の
世
に
伝
え

ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
文
も
武
も
共
に
用
い
ら
れ
て
国
家
長
久
の
計
画
を
成
す
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
、
陛
下
の
聖
徳
が
慎
み
深
く
且
つ
知
恵
明
ら
か
な
る
こ
と
、
高
祖
・
光
武
帝
の
二

祖
と
異
な
り
ま
せ
ん
．
先
帝
（
霊
帝
）
の
喪
に
巡
り
合
わ
せ
て
憂
い
慎
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た

が
、
三
年
の
喪
も
明
け
て
臣
民
は
喜
ん
で
お
り
ま
す
ゆ
今
や
尚
父
（
呂
尚
）
の
軍
が
鷹
の
飛

び
揚
が
る
よ
う
で
あ
っ
た
如
く
②
、
方
叔
の
軍
が
隼
の
高
く
飛
ぶ
よ
う
で
あ
っ
た
如
く
③
、

陛
下
の
軍
隊
は
雷
電
の
よ
う
に
征
討
し
て
諸
々
の
悪
人
た
ち
は
破
滅
さ
れ
、
よ
う
や
く
弓
を

収
め
陣
太
鼓
を
横
に
し
て
武
器
を
用
い
る
必
要
の
無
い
時
が
巡
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ど
う

か
名
品
を
と
り
た
て
て
礼
の
規
範
を
取
り
仕
切
ら
せ
ま
す
よ
・
発
ひ
そ
か
に
思
い
ま
す
に
、

公
車
司
馬
司
の
謝
該
は
曽
参
や
史
魚
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
性
質
を
身
に
付
け
④
、
卜
商

（
字
は
子
嚢
）
や
言
履
（
字
は
子
游
）
の
よ
う
に
優
れ
た
学
問
の
才
能
を
合
わ
せ
持
ち
⑤
、

広
く
様
々
な
学
芸
に
通
じ
、
あ
ま
ね
く
古
今
の
書
を
読
み
、
物
が
来
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
、
事

が
至
れ
ば
惑
う
こ
と
な
く
、
清
廉
潔
白
で
優
れ
た
行
い
を
身
に
備
え
、
道
徳
の
教
え
を
敬
い

喜
ぶ
者
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
物
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
捜
し
求
め
た
と
て
彼
に
匹
敵

す
る
者
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
呉
に
巨
大
な
骨
が
現
れ
た
と
か
⑥
、
隼
が
優
艶
の
宮
殿

の
庭
に
集
ま
っ
た
と
か
⑦
、
夢
に
黄
色
い
熊
が
寝
違
に
入
っ
て
き
た
と
か
⑧
、
亥
に
は
二
の

頭
が
あ
る
と
か
⑨
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
彼
の
よ
う
な
博
識
の
者
で
な
け
れ
ば
手
が
か
り

を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
僑
不
疑
は
宮
殿
の
北
門
の
前
で
皆
が
決
し
か
ね
る
案
件
に
対

し
て
経
術
を
依
り
ど
こ
ろ
に
裁
断
を
下
し
⑩
、
夏
侯
勝
は
曇
り
続
き
の
天
候
が
何
の
予
兆
で

あ
る
か
を
経
術
に
依
っ
て
説
き
明
か
し
⑪
馬
そ
れ
か
ら
朝
廷
に
仕
え
る
遅
達
は
益
々
儒
術
を

重
ん
ず
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
き
に
謝
該
は
実
に
群
を
抜
い
て
優
れ
、
昔
の
優
れ
た

人
々
に
比
肩
し
得
る
者
で
す
。
近
頃
そ
の
父
母
が
老
い
病
ん
で
い
る
か
ら
と
官
職
を
捨
て
帰

郷
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
道
路
が
険
し
く
塞
が
れ
て
い
て
帰
る
手
だ
て
を
失
っ
て
お

り
ま
す
つ
よ
く
よ
く
お
考
え
に
も
な
ら
ず
、
良
き
才
能
の
持
ち
主
に
秘
め
た
資
質
を
発
揮
さ

せ
ぬ
ま
ま
立
ち
去
ら
せ
、
由
河
を
越
え
て
荊
楚
の
地
に
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
、
所
謂

「
（
山
林
の
士
は
）
往
き
て
返
ら
ず
」
⑫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
後
日
き
っ
と
秦
の
繧
公
が
戎
王

に
女
楽
を
贈
っ
て
賢
人
の
由
余
を
求
め
⑬
、
段
の
山
㊥
示
が
夢
に
見
た
賢
人
の
傅
説
の
姿
を
刻

ま
せ
て
を
捜
し
た
⑭
よ
う
に
彼
を
捜
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
な
ん
と
煩
わ
し
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
臣
愚
は
思
い
ま
す
に
、
彼
の
居
所
を
尋
ね
て
記
し
て
お
い
て
後
に
彼

を
召
し
戻
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
・
紘
荷
子
が
国
を
去
る
の
を
楚
の
春
亡
君
が
引
き
留
め
た
の

も
⑮
、
漢
の
朝
廷
が
平
原
の
文
学
で
あ
っ
た
匡
衡
を
召
し
出
し
た
の
も
⑯
、
儒
者
を
尊
び
学

術
を
重
ん
じ
賢
人
を
失
う
の
を
残
念
に
思
っ
た
か
ら
で
す
ゆ
」
意
見
書
が
上
奏
さ
れ
る
と
、

詔
が
下
さ
れ
て
す
ぐ
に
召
し
返
さ
れ
議
郎
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
寿
命
を
全
う
し
て
死
ん
だ
。

　
①
『
三
国
志
』
墨
書
・
杜
畿
伝
注
図
引
『
魏
略
』
に
も
見
え
る
。
素
食
に
『
左
氏
楽
査
問

　
　
七
十
二
事
』
の
著
あ
っ
た
と
い
・
鬼

　
②
『
詩
経
』
大
雅
・
大
明
に
呂
尚
が
周
の
武
甲
を
助
け
股
を
討
っ
た
様
子
を
「
維
（
こ
）

　
　
れ
師
国
父
、
時
（
こ
）
れ
維
（
こ
）
れ
鷹
の
ご
と
く
揚
が
り
、
彼
の
武
王
を
涼
（
た

　
　
す
）
け
、
犀
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
大
商
を
伐
ち
：
己
と
述
べ
る
。

　
③
『
詩
経
』
小
聖
・
采
芭
に
、
方
叔
が
宣
王
に
派
遣
さ
れ
て
荊
蛮
を
討
っ
た
様
子
を
「
飲

　
　
　
（
は
や
）
き
彼
の
飛
ぶ
隼
、
其
れ
飛
ん
で
天
に
戻
（
い
た
）
り
…
」
と
述
べ
る
。
李

　
　
富
孫
『
詩
経
異
文
釈
』
は
、
　
「
其
飛
～
其
れ
飛
ん
で
～
」
は
六
朝
・
唐
に
は
皆
「
翰

　
　
飛
～
翰
（
た
か
）
く
飛
ん
で
～
」
に
作
っ
た
と
い
・
％

　
④
曽
参
は
孔
子
の
弟
子
、
『
孝
経
』
の
著
者
と
伝
え
る
。
史
魚
は
衛
国
の
大
夫
、
『
論
証
墾

　
　
衛
膠
質
篇
に
「
直
な
る
か
な
、
史
魚
」
と
評
し
、
正
直
な
人
物
で
知
ら
れ
る
。

　
⑤
『
論
瓢
臨
先
進
篇
に
、
孔
門
の
十
哲
中
「
文
学
は
子
游
・
子
夏
」
と
評
さ
れ
る
。

⑥
『
史
記
』
孔
子
世
家
っ
呉
が
越
の
都
の
会
稽
を
破
壊
し
た
と
き
車
一
杯
ほ
ど
も
あ
る
巨

　
　
大
な
骨
が
出
土
し
た
。
呉
の
使
い
が
孔
子
に
尋
ね
る
と
、
孔
子
は
即
座
に
そ
れ
は
禺
に

　
　
殺
さ
れ
た
防
風
氏
の
骨
だ
と
答
え
た
。

　
⑦
『
史
記
』
孔
子
世
家
ゆ
陳
国
の
宮
庭
に
隼
が
集
ま
り
矢
に
貫
か
れ
て
死
ん
で
い
た
。
陳

　
　
公
が
孔
子
に
尋
ね
る
と
、
そ
の
矢
は
周
の
武
王
の
時
に
粛
慎
国
が
奉
っ
た
矢
で
、
陳
国

　
　
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
と
答
え
た
。

　
⑧
5
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
。
晋
侯
は
病
み
付
い
て
黄
色
い
熊
が
禅
門
に
入
る
夢
を
見

　
　
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
鄭
国
の
子
産
は
、
　
「
尭
に
殺
さ
れ
た
縣
の
魂

　
　
は
黄
熊
と
な
っ
た
。
夏
・
股
・
周
は
こ
れ
を
祭
っ
て
き
た
。
盟
主
た
る
晋
は
祭
っ
て
い

　
　
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
。
祭
る
と
晋
侯
は
癒
え
た
。

　
⑨
『
春
秋
左
氏
伝
』
嚢
公
三
十
年
。
晋
国
に
労
役
に
従
う
老
人
が
あ
っ
た
。
年
齢
は
七
十

　
　
三
歳
ら
し
い
。
逸
史
の
史
趙
が
「
亥
」
の
字
（
老
人
の
名
か
）
を
手
が
か
り
に
「
亥
は

　
　
二
の
頭
と
六
の
体
が
あ
る
（
亥
の
字
は
「
二
」
を
表
す
第
一
・
二
画
と
「
六
」
を
表
す

　
　
三
つ
の
部
分
と
に
分
解
で
き
る
と
い
う
）
、
こ
れ
が
こ
の
老
人
の
生
き
た
日
数
を
表
し

　
　
て
い
る
（
二
万
六
千
六
百
六
十
日
で
七
十
三
歳
の
年
齢
に
合
う
）
。
」
と
言
っ
た
。
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⑩
　
漢
書
』
僑
不
疑
伝
っ
昭
帝
の
始
元
五
年
（
前
八
二
年
）
衛
太
子
と
名
乗
る
男
が
北
門

　
に
現
れ
た
。
衛
太
子
と
は
先
帝
武
帝
を
呪
い
殺
そ
う
と
し
た
か
ど
で
罪
せ
ら
れ
挙
兵
し
、

　
後
に
自
殺
し
た
先
の
皇
太
子
。
丞
相
・
御
史
も
そ
の
男
の
処
分
を
決
せ
ら
れ
ぬ
な
か
、

　
僑
不
疑
は
『
春
秋
公
手
伝
』
公
辰
公
三
年
）
に
基
づ
き
罪
人
で
あ
る
と
裁
い
た
。
昭
帝
・

　
大
将
軍
鯖
雲
は
「
公
卿
大
臣
は
当
に
経
術
を
用
い
て
大
誼
を
明
ら
か
に
す
べ
し
」
と
褒

　
め
た
。

⑪
選
直
夏
曇
勝
伝
・
五
行
蕎
昭
帝
が
崩
じ
、
武
帝
の
孫
の
昌
邑
王
乳
が
後
継
と
な

　
つ
た
が
品
行
悪
く
、
大
将
軍
雷
光
ら
は
こ
れ
を
廃
さ
ん
と
計
画
し
た
。
『
洪
範
五
行
伝
』

　
に
「
君
主
が
ま
と
も
で
な
い
と
、
曇
り
続
き
で
、
下
位
が
上
位
を
討
つ
こ
と
も
あ
る
」

　
と
あ
る
の
に
基
づ
い
て
、
夏
侯
勝
が
昌
昌
王
を
諌
め
て
い
た
と
知
っ
た
雷
光
は
驚
い
て

　
益
々
経
術
の
士
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑫
『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
。
「
朝
廷
の
士
は
禄
の
為
に
す
、
故
に
入
り
て
出
で
ず
。
山
林
の

　
士
は
名
の
為
に
す
、
故
に
往
き
て
返
ら
ず
」
と
あ
る
。

⑬
『
史
記
』
秦
本
紀
。
戎
王
は
由
余
を
秦
に
使
い
さ
せ
国
情
を
探
っ
た
。
自
余
が
賢
者
だ

　
と
知
っ
た
秦
の
釘
目
は
戎
王
に
女
楽
を
贈
っ
て
惑
わ
せ
、
由
余
を
引
き
留
め
て
、
彼
の

　
君
臣
の
間
を
割
き
、
三
余
は
秦
に
身
を
寄
せ
た
。

⑭
『
帝
王
世
紀
』
。
段
の
山
幽
示
武
丁
は
天
が
傅
説
な
る
賢
人
を
賜
う
の
を
夢
に
見
た
。
武

　
丁
は
百
工
に
傅
説
の
形
象
を
写
さ
せ
て
天
下
中
を
捜
し
た
。

⑮
『
戦
国
策
』
楚
策
コ
筍
子
を
一
旦
召
し
抱
え
な
が
ら
手
放
し
て
し
ま
っ
た
楚
の
春
申
君

　
は
、
食
客
に
「
賢
者
を
も
つ
君
は
尊
く
国
は
栄
え
る
。
賢
者
荒
子
を
何
故
去
ら
せ
た
の

　
か
」
と
言
わ
れ
、
再
び
封
目
を
召
し
た
。

⑯
『
漢
書
』
匡
衡
伝
っ
元
日
の
外
戚
の
目
高
は
高
位
に
あ
っ
た
が
、
名
声
は
瀟
望
之
に
及

　
ぼ
な
い
。
長
安
令
の
楊
興
は
史
記
に
、
賢
者
を
求
め
よ
と
説
き
、
才
知
豊
か
で
経
学
に

　
優
れ
た
一
越
を
平
原
か
ら
召
す
よ
・
2
勧
め
た
。

建
武
年
間
（
二
五
～
五
六
）
鄭
興
・
陳
元
ら
は
春
秋
左
自
学
を
伝
え
て
い
た
。
お
り
し
も

尚
書
令
の
韓
歌
は
上
書
し
て
、
左
沢
学
に
博
士
を
設
け
よ
う
と
し
た
。
萢
升
は
そ
れ
に
反
対

し
て
韓
歌
と
論
争
し
て
決
着
が
付
か
な
か
っ
た
①
。
一
元
は
上
書
し
て
左
目
の
学
の
正
当
性

を
訴
え
た
。
こ
う
し
て
魏
郡
（
河
北
省
）
の
李
封
を
左
目
博
士
と
し
た
。
そ
の
後
、
多
く
の

儒
者
の
頑
な
な
者
が
し
ば
し
ば
朝
廷
に
て
左
氏
学
を
学
官
に
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
争

っ
た
。
李
封
が
死
ぬ
と
、
光
武
帝
は
衆
議
に
反
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
左
氏
博
士
の
補

任
は
行
わ
な
か
っ
た
②
。

①
『
後
漢
書
』
宇
土
伝
に
見
え
る
。

②
『
後
漢
書
』
陳
元
伝
に
見
え
る
。

　
許
慎
、
字
は
季
重
、
湘
南
・
召
陵
（
河
南
省
）
の
人
。
性
質
は
純
朴
誠
実
で
若
く
し
て
博

く
経
籍
を
学
ん
だ
。
馬
融
は
常
々
彼
を
尊
敬
し
、
当
時
の
人
々
は
「
五
経
無
双
の
許
叔
重
」

と
評
判
し
た
。
郡
の
功
曹
と
な
り
、
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
、
二
度
昇
進
し
て
波
県
の
園
長
に
任

ぜ
ら
れ
た
。
家
で
亡
く
な
っ
た
。
以
前
、
五
経
の
解
釈
に
お
い
て
良
し
悪
し
が
一
定
し
な
い

の
で
、
そ
こ
で
『
五
経
異
議
葡
を
著
し
解
釈
の
違
い
を
論
じ
た
。
そ
の
ほ
か
に
『
説
文
解
字
』

十
四
篇
を
著
し
た
。
と
も
に
世
に
伝
わ
っ
た
。

察
玄
、
字
は
叔
陵
、
汝
南
・
南
頓
（
河
南
省
）
の
人
。
学
問
は
五
経
に
通
じ
、
彼
の
門
に

学
ぶ
者
は
常
に
千
人
、
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
は
一
万
六
千
人
に
も
な
っ
た
。
　
〔
州
郡

に
〕
召
さ
れ
た
が
い
ず
れ
に
も
就
任
し
な
か
っ
た
。
順
帝
（
在
位
一
二
五
～
一
四
四
）
は
わ

ざ
わ
ざ
録
し
て
召
し
出
し
層
理
に
任
命
し
た
。
五
経
の
解
釈
の
異
同
を
論
ず
れ
ば
と
て
も
よ

く
皇
帝
の
御
意
に
適
つ
た
。
侍
中
に
移
り
、
地
方
官
と
し
て
出
て
弘
農
（
河
南
省
一
帯
）
の

太
守
と
な
り
在
任
中
に
亡
く
な
っ
た
。

　
論
に
言
・
発
光
武
帝
の
中
期
以
後
し
だ
い
に
戦
乱
が
収
ま
り
①
、
人
々
は
も
っ
ぱ
ら
経
学

に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
来
そ
の
風
潮
は
世
を
重
ね
る
に
つ
れ
強
ま
っ
て
い
っ

た
。
元
服
を
身
に
つ
け
先
王
を
称
え
摩
序
（
学
校
）
に
学
び
嚢
塾
（
学
校
）
に
集
ま
る
者
は

全
国
に
広
ま
っ
た
。
そ
し
て
博
士
の
い
る
所
に
は
万
里
の
道
の
り
も
遠
し
と
せ
ず
に
や
っ
て

来
た
っ
学
舎
が
次
々
に
建
て
ら
れ
る
と
食
料
を
担
っ
て
や
っ
て
来
る
者
が
千
百
に
も
達
し
た
。

名
高
く
行
い
に
優
れ
た
老
師
が
門
戸
を
開
き
弟
子
を
受
け
入
れ
る
や
名
簿
に
名
を
連
ね
る

者
は
万
人
を
く
だ
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
皆
ひ
た
す
ら
師
説
に
法
り
そ
れ
を
伝
え
て
誤
り
乱

す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
に
は
、
朝
廷
で
は
学
派
に
別
れ
て
説
を
争
い
、
郷
里
で
は
徒
党
を

組
み
、
一
章
一
条
の
解
釈
を
煩
雑
に
し
、
穿
目
し
て
無
理
に
理
屈
を
つ
け
て
、
そ
う
し
て
自

学
派
の
説
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
楊
雄
は
言
う
の
で
あ
る
、
「
今

の
学
者
は
た
だ
衣
服
に
美
し
い
模
様
を
施
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
・
？
尺
に
腰
に
つ
け
る
ハ
ン

カ
チ
袋
に
ま
で
刺
繍
を
す
る
（
訓
解
が
な
さ
れ
て
い
る
上
に
更
に
細
々
と
解
説
を
加
え
る
）
」

②
と
。
そ
も
そ
も
書
物
に
記
さ
れ
た
道
理
は
唯
一
無
二
、
義
理
の
お
ち
つ
く
と
こ
ろ
に
は
一

つ
の
根
本
が
有
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
碩
学
と
言
わ
れ
る
人
々
は
小
目
説
に
固
執
し
て
）

自
説
を
移
す
こ
と
が
無
い
。
だ
か
ら
何
事
に
も
通
じ
た
才
人
は
彼
ら
の
三
一
を
見
下
す
の
で
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あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
楊
雄
の
言
う
「
読
読
（
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
）
と
言
い
争
う
学
者
も
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
師
法
に
泥
ん
で
の
こ
と
」
③
で
あ
る
。
且
つ
、
名
を
挙
げ
優
秀
な
成
績
で
官
吏
に
合

格
し
た
者
を
見
て
も
、
最
後
に
学
問
の
薙
奥
を
究
め
た
者
は
恐
ら
く
こ
れ
も
ま
た
少
な
か
ろ

・
％
滞
っ
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
こ
の
有
り
様
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
が
講
じ
た
の
は
仁
義

で
あ
り
、
伝
え
た
の
は
聖
人
の
教
え
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
人
々
は
君
臣
父
子
の
規
範
を
知
り
、

家
々
は
邪
を
改
め
正
し
き
に
帰
る
道
を
知
っ
て
い
た
。

　
桓
帝
よ
り
霊
帝
に
か
け
て
の
時
代
（
一
四
六
～
一
八
九
）
か
ら
、
君
主
の
政
道
は
衰
退
し
、

朝
廷
の
秩
序
は
日
に
日
に
す
た
れ
、
郡
国
内
の
不
和
は
た
び
た
び
生
じ
て
、
中
智
よ
り
以
下

の
凡
才
で
さ
え
国
家
の
崩
壊
分
裂
を
さ
と
ら
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
さ
り
な
が
ら
権
勢
を
も

つ
臣
下
で
も
政
権
を
纂
奪
す
る
謀
略
を
う
け
つ
け
ず
、
豪
傑
と
い
わ
れ
る
人
で
も
一
介
の
学

者
の
意
見
に
従
っ
た
の
は
④
、
人
々
が
先
王
の
雪
解
木
を
唱
え
た
か
ら
で
あ
り
、
人
品
卑
し
き

者
さ
え
道
理
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
の
を
畏
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
張
温
⑤
や
皇
甫
嵩

⑥
ら
は
、
功
績
は
天
下
の
半
分
を
平
定
し
、
名
声
は
国
中
に
知
れ
渡
り
、
容
易
に
漢
王
朝
に

取
っ
て
代
わ
れ
た
の
に
、
依
然
と
し
て
暗
君
の
下
で
身
を
屈
し
、
折
札
（
半
分
に
折
ら
れ
た

札
）
に
記
さ
れ
た
短
い
命
令
に
も
慌
て
ふ
た
め
い
て
従
い
、
大
軍
を
各
地
に
率
い
、
　
〔
果
て

は
〕
縄
目
に
か
か
り
、
そ
れ
で
も
後
悔
し
な
か
っ
た
。
弱
体
化
し
た
漢
王
朝
が
自
壊
し
て
漢

の
人
も
神
も
命
運
が
尽
き
る
と
、
そ
れ
以
後
群
雄
が
漢
王
朝
の
衰
運
に
つ
け
こ
み
、
代
々
に

徳
を
積
ん
で
き
た
漢
王
朝
も
帝
位
が
絶
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
衰
退
の
由
来
を
た
ず
ね

る
に
、
長
い
歳
月
を
持
ち
こ
た
え
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
学
問
の
功
徳
で
な
い
と
言
え
よ

う
か
。
故
に
、
先
師
が
経
典
の
文
を
伝
え
て
学
者
を
褒
め
励
ま
し
た
功
績
は
、
な
ん
と
厚
き

こ
と
よ
切
な
る
こ
と
よ
。
　
『
春
秋
』
に
従
わ
な
い
で
殺
害
反
逆
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
罪
を
犯

す
に
至
る
の
は
、
そ
も
そ
も
罪
を
犯
そ
う
と
の
立
墨
応
が
有
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
『
春

秋
』
に
従
わ
な
い
当
然
の
結
果
で
あ
る
）
。

　
①
光
武
帝
に
よ
る
統
一
が
成
る
の
は
建
武
士
二
年
（
三
十
七
）
。

　
②
『
法
言
』
寡
見
篇
．
李
賢
注
は
原
文
の
選
を
「
大
帯
」
と
す
る
が
、
江
栄
寳
『
法

　
　
一
一
一
一
呈
仰
疏
』
に
従
い
「
手
拭
き
を
入
れ
る
袋
」
と
す
る
。

　
③
『
法
言
昌
寡
見
篇
．
『
法
言
豆
義
疏
』
に
「
読
読
」
は
「
争
語
の
声
」
と
い
う
。
な
お
、

　
　
寡
見
篇
の
こ
の
一
節
は
、
或
る
人
の
「
天
下
は
言
い
争
う
学
者
の
説
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　
　
ど
こ
に
聖
人
の
教
え
が
在
る
の
か
。
」
と
の
問
に
対
す
る
楊
雄
の
回
答
、
す
な
わ
ち
「
言

　
　
い
争
っ
て
い
る
学
者
も
そ
れ
ぞ
れ
其
の
師
法
を
習
っ
て
の
こ
と
、
そ
の
師
法
を
潮
り
吟

　
　
味
を
加
え
て
ゆ
け
ば
そ
こ
に
聖
人
の
教
え
が
在
る
」
に
見
え
る
も
の
で
、
楊
雄
は
く
師

　
　
法
を
習
・
2
こ
と
を
否
定
的
に
述
べ
て
は
い
な
い
。

④
季
賢
注
は
「
権
彊
皇
臣
」
に
事
象
嵩
を
、
　
「
豪
俊
之
夫
」
に
董
卓
を
充
て
る
。
そ
れ
に

　
対
し
て
、
黄
落
『
後
漢
書
集
解
校
補
』
は
、
皇
甫
嵩
を
「
権
彊
」
と
は
言
え
ず
、
ま
た

　
董
卓
の
こ
と
は
霊
帝
の
時
で
は
な
い
（
霊
帝
の
死
後
）
、
こ
こ
は
特
定
の
人
物
を
指
す

　
の
で
は
な
く
、
権
威
重
き
外
戚
も
帝
位
を
奪
え
ず
、
専
横
な
逃
道
も
清
議
に
よ
っ
て
諌

　
さ
れ
た
事
な
ど
を
概
説
し
た
も
の
だ
と
い
・
％

⑤
『
後
漢
量
昌
董
卓
伝
な
ど
に
散
見
。
霊
帝
の
時
、
黄
巾
の
乱
な
ど
の
反
乱
の
鎮
圧
に

　
功
績
が
あ
っ
た
。
董
卓
に
憎
ま
れ
、
献
立
の
初
平
二
年
（
一
九
一
）
に
謳
告
さ
れ
殺
さ

　
れ
た
。

⑥
『
後
漢
書
』
皇
言
出
縁
霊
帝
の
時
、
黄
巾
の
乱
な
ど
の
鎮
圧
に
武
功
を
挙
げ
た
忠
臣
。

　
董
卓
に
憎
ま
れ
、
初
平
元
年
（
一
九
〇
）
城
門
校
尉
と
し
て
召
さ
れ
た
際
、
董
卓
に
殺

　
さ
れ
る
と
察
し
つ
つ
召
し
に
応
じ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
董
卓
と
親
し
か
っ
た
子
の
堅

　
寿
の
謎
責
に
よ
り
救
わ
れ
た
。

賛
に
言
う
。
儒
学
は
未
だ
廃
れ
ず
学
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
学
問
を
継
承
し
て
い
る
が
、
諸

流
各
派
に
分
か
れ
て
専
門
が
並
び
立
つ
状
態
に
な
っ
た
。
精
密
な
学
と
粗
略
な
学
と
は
結
論

を
異
に
し
、
学
に
通
じ
た
者
と
暗
い
者
と
は
互
い
に
言
い
争
っ
た
。
千
年
に
一
人
の
聖
人
が

現
れ
な
い
な
ら
混
濁
し
た
学
問
の
淵
源
を
誰
が
澄
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
九
七
年
四
月
十
日
受
理

　
　
　
＊

　
＊
＊

　
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

一
般
教
養
科

四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
講
師

梅
花
短
期
大
学
非
常
勤
講
師

大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
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